
1 

 

平成７年６月２０日  

建設省経建発第１４７号  

 

最終改正：令和４年１２月２８日  

国不建第４６６～４６７号  

 

 

 

 

各地方整備局等建設業担当部長 殿 

各都道府県建設業主管部局長  殿 

 

 

国土交通省不動産・建設経済局建設業課長  

 

 

施工体制台帳の作成等について（通知） 

 

建設業法の一部を改正する法律（平成６年法律第６３号）により、平成７年６月２９

日から特定建設業者に施工体制台帳の作成等が義務付けられ、また、公共工事の入札及

び契約の適正化の促進に関する法律（平成１２年法律第１２７号。以下「入札契約適正

化法」という。）の適用対象となる公共工事（以下単に｢公共工事｣という。）は、発注

者へその写しの提出等が義務付けられることとなった。さらに、建設業法等の一部を改

正する法律（平成２６年法律第５５号）により、平成２７年４月１日から、公共工事に

ついては、発注者から直接請け負った公共工事を施工するために下請契約を締結す

る場合には、当該下請契約の請負代金の額（以下「下請代金額」という。）にかかわら

ず、施工体制台帳の作成等が義務付けられることとなった。加えて、建設業法施行規則

及び施工技術検定規則の一部を改正する省令（令和２年国土交通省令第６９号）により、

いわゆる「作業員名簿」を施工体制台帳の一部として作成することとされた。 

これらの的確な運用に資するため、施工体制台帳の作成等を行う際の指針を下記のと

おり定めたので、貴職におかれては、十分留意の上、事務処理に当たって遺漏のないよ

う措置されたい。 

 

 

記 

 

 

一 作成建設業者の義務 

  建設業法（昭和２４年法律第１００号。以下「法」という。）第２４条の

８第１項（入札契約適正化法第１５条第１項の規定により読み替えて適用さ

れる場合を含む。）の規定により施工体制台帳を作成しなければならない場

合における建設業者（以下「作成建設業者」という。）の留意事項は次のと

おりである。 
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（１）施工計画の立案 

   施工体制台帳の作成等に関する義務は、公共工事においては発注者から

直接請け負った公共工事を施工するために下請契約を締結したときに、民

間工事（公共工事以外の建設工事をいう。以下同じ。）においては発注者

から直接請け負った建設工事を施工するために締結した下請代金額の総額

が 4,500万円（建築一式工事にあっては、7,000万円）以上となったときに

生じるものである。このため、特に民間工事については、監理技術者の設

置や施工体制台帳の作成等の要否の判断を的確に行うことができるよう、

発注者から直接建設工事を請け負おうとする特定建設業者は、建設工事を

請け負う前に下請負人に施工させる範囲と下請代金額に関するおおむねの

計画を立案しておくことが望ましい。 

（２）下請負人に対する通知 

   公共工事においては発注者から請け負った建設工事を施工するために下

請契約を締結したとき、民間工事においては下請代金額の総額が 4,500 万

円（建築一式工事にあっては、7,000万円）に達するときは、 

① 作成建設業者が下請契約を締結した下請負人に対し、 

    ａ 作成建設業者の称号又は名称 

    ｂ 当該下請負人の請け負った建設工事を他の建設業を営む者に請け

負わせたときには法第２４条の８第２項の規定による通知（以下「再

下請負通知」という。）を行わなければならない旨 

    ｃ 再下請負通知に係る書類（以下「再下請負通知書」という。）を

提出すべき場所 

    の３点を記載した書面を通知しなければならない。 

   ② ①の a、b及び cに掲げる事項が記載された書面を、工事現場の見や

すい場所に掲げなければならない。 

    上記①及び②の書面の記載例としては、次のようなものが考えられる。 

    〔①の書面の文例〕 

       下請負人となった皆様へ 

今回、下請負人として貴社に施工を分担していただく建設工事につ

いては、建設業法（昭和２４年法律１００号）第２４条の８第１項の

規定により、施工体制台帳を作成しなければならないこととなってい

ます。 

この建設工事の下請負人（貴社）は、その請け負ったこの建設工事

を他の建設業者を営むもの（建設業の許可を受けていないものを含み

ます。）に請け負わせたときは、 

イ 建設業法第２４条の８第２項の規定により、遅滞なく、建設業法

施行規則（昭和２４年建設省令第１４号）第１４条の４に規定する

再下請負通知書を当社あてに次の場所まで提出しなければなりませ

ん。また、一度通知いただいた事項や書類に変更が生じたときも、

遅滞なく、変更の年月日を付記して同様の通知書を提出しなければ

なりません。 

ロ 貴社が工事を請け負わせた建設業を営むものに対しても、この書
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面を複写し通知して、「もしさらに他の者に工事を請け負わせたと

きは、作成建設業者に対するイの通知書の提出と、その者に対する

この書面の写しの通知が必要である」旨を伝えなければなりません。 

  作成建設業者の商号 ○○建設（株） 

  再下請負通知書の提出場所 工事現場内 

建設ステーション／△△営業所 

 

〔②の書面の文例〕 

  この建設工事の下請負人となり、その請け負った建設工事を他の

建設業を営む者に請け負わせた方は、遅滞なく、建設業法施行規則

（昭和２４年建設省令第１４号）第１４条の４に規定する再下請負

通知書を提出してください。一度通知した事項や書類に変更が生じ

たときも変更の年月日を付記して同様の書類の提出をしてください。 

               ○○建設（株） 

 

また、①の書面による通知に代えて、建設業法施行規則（昭和２４年建設

省令第１４号。以下「規則」という。）第１４条の３第５項で定めるところ

により、当該下請負人の承諾を得て、①ａ、ｂ及びｃに掲げる事項を電磁的

方法により通知することができる。この場合において、当該建設業者は、当

該書面による通知をしたものとみなす。 

（３）下請負人に対する指導等 

   施工体制台帳を的確かつ速やかに作成するため、施工に携わる下請負人

の把握に努め、これらの下請負人に対し速やかに再下請通知書を提出する

よう指導するとともに、作成建設業者としても自ら施工体制台帳の作成に

必要な情報の把握に努めなければならない。 

（４）施工体制台帳の作成方法 

   施工体制台帳は、所定の記載事項と添付書類から成り立っている。その

作成は、発注者から請け負った建設工事に関する事実と、施工に携わるそ

れぞれの下請負人から直接に、若しくは各下請負人の注文者を経由して提

出される再下請負通知書により、又は自ら把握した施工に携わる下請負人

に関する情報に基づいて行うこととなるが、作成建設業者が自ら記載して

もよいし、所定の記載事項が記載された書面や各下請負人から提出された

再下請負通知書を束ねるようにしてもよい。ただし、いずれの場合も下請

負人ごとに、かつ、施工の分担関係が明らかとなるようにしなければなら

ない。 

  〔例〕発注者から直接建設工事を請け負った建設業者を A 社とし、A 社が

下請契約を締結した建設業を営む者を B 社及び C 社とし、B 社が下請契

約を締結した建設業を営む者を Ba 社及び Bb 社とし、Bb 社が下請契約

を締結した建設業を営む者を Bba 社及び Bbb 社とし、C 社が下請契約を

締結した建設業を営む者を Ca 社、Cb 社、Cc 社とする場合における施工

体制台帳の作成は、次の１）から 10）の順で記載又は再下請負通知書の

整理を行う。 
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   １）A 社自身に関する事項（規則第１４条の２第１項第１号）及び A 社

が請け負った建設工事に関する事項（規則第１４条の２第１項第２号） 

   ２）B 社に関する事項（規則第１４条の２第１項第３号）及び請け負っ

た建設工事に関する事項（規則第１４条の２第１項第４号） 

   ３）Ba 社に関する･･･ 〔B 社が提出する再下請負通知書等に基づき記載

又は添付〕 

   ４）Bb 社に関する･･･ 〔B 社が提出する 

                     〃     〕 

   ５）Bba 社に関する･･･〔Bb 社が提出する 

〃    〕 

   ６）Bbb 社に関する･･･〔Bb 社が提出する 

〃    〕 

   ７）C 社に関する事項（規則第１４条の２第１項第３号）及び請け負っ

た建設工事に関する事項（規則第１４条の２第１項第４号） 

 

   ８）Ca 社に関する･･･ 〔C 社が提出する再下請負通知書等に基づき記載

又は添付〕 

   ９）Cb 社に関する･･･ 〔C 社が提出する 

〃    〕 

   10）Cc 社に関する･･･ 〔C 社が提出する 

〃    〕 

   また、添付書類についても同様に整理して添付しなければならない。 

   施工体制台帳は、一冊に整理されていることが望ましいが、それぞれの

関係を明らかにして、分冊により作成しても差し支えない。 

また、規則第１４条の２第１項各号及び同条第２項各号に掲げる事項が、（同条

第２項各号に掲げる事項についてはスキャナにより読み取る方法その他これに類す

る方法により）電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等に記録され、

必要に応じて当該工事現場において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に

表示されるときは、当該記録をもって施工体制台帳への記載及び添付書類に代える

ことができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（５）施工体制台帳を作成すべき時期 

A 社 1) 

 

C 社 7)       B 社 2) 

 

Cc   Cb  Ca    Bb   Ba 

社 10) 社 9)  社 8)     社 4) 社 3) 

 

Bbb   Bba 

社 6)   社 5) 
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   施工体制台帳の作成は、記載すべき事項又は添付すべき書類に係る事実

が生じ、又は明らかとなった時（規則第１４条の２第１項第１号に掲げる

事項にあっては、作成建設業者に該当することとなった時）に遅滞なく行

わなければならないが（規則第１４条の５第３項）、新たに下請契約を締

結し下請代金額の総額が（１）の金額に達したこと等により、この時より

も後に作成建設業者に該当することとなった場合は、作成建設業者に該当

することとなった時に上記の記載又は添付をすれば足りる。 

   また、作成建設業者に該当することとなる前に記載すべき事項又は添付

すべき書類に係る事実に変更があった場合も、作成建設業者に該当するこ

ととなった時以降の事実に基づいて施工体制台帳を作成すれば足りる。 

（６）各記載事項及び添付書類の意義 

   施工体制台帳の記載に当たっては、次に定めるところによる。 

  ① 記載事項（規則第１４条の２第１項）関係 

イ 第１号イの「建設業の種類」は、請け負った建設工事にかかる建設業

の種類に関わることなく、特定建設業の許可か一般建設業の許可かの別

を明示して、記載すること。この際、規則別記様式第１号記載要領６の

表の（）内に示された略号を用いて記載して差し支えない。 

ロ 第１号ロの「健康保険等の加入状況」は、健康保険、厚生年金保険及

び雇用保険の加入状況についてそれぞれ記載すること。 

ハ 第２号イ及びトの建設工事の内容は、その記載から建設工事の具体的

な内容が理解されるような工種の名称等を記載すること。 

ニ 第２号ロの｢営業所｣は、作成建設業者の営業所を記載すること。 

ホ 第２号ホの「主任技術者資格」は主任技術者が法第７条第２号イに該

当する者であるときは「実務経験（指定学科・土木）」のように、同号

ロに該当する者であるときは「実務経験（土木）」のように、同号ハに

該当し、規則別表（２）に掲げられた資格を有するときは当該資格の名

称を、有しないときは「国土交通大臣認定者（土木）」のように記載す

る。また、「監理技術者資格」は、監理技術者が法第１５条第２号イに

該当する者であるときはその有する規則別表（２）に掲げられた資格の

名称を、同号ロに該当する者であるときは「指導監督的実務経験（土木）」

のように、同号ハに該当する者であるときは「国土交通大臣認定者（土

木）」のように記載する。 

ヘ 第２号ホの「専任の主任技術者又は監理技術者であるか否かの別」は、

実際に置かれている技術者が専任の者であるか専任の者でないかを記

載すること。 

ト 第２号ヘの「監理技術者補佐資格」は、その者が法第７条第２号イに

該当する者であるときは「実務経験（指定学科・土木）」のように、同

号ロに該当する者であるときは「実務経験（土木）」のように、同号ハ

に該当し、規則別表（２）に掲げられた資格を有するときは当該資格の

名称を、有しないときは「国土交通大臣認定者（土木）」のように記載

し、その者が称する称号を「１級土木施工管理技士補」のように記載す

る。 
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また、その者が法第１５条第２号イに該当する者であるときはその有

する規則別表（２）に掲げられた資格の名称を、同号ロに該当する者で

あるときは「指導監督的実務経験（土木）」のように、同号ハに該当す

る者であるときは「国土交通大臣認定者（土木）」のように記載する。 

チ 第２号トの「主任技術者資格」は、その者が法第７条第２号イに該当

する者であるときは「実務経験（指定学科･土木）」のように、同号ロ

に該当する者であるときは「実務経験（土木）」のように、同号ハに該

当し、規則別表（２）に掲げられた資格を有するときは当該資格の名称

を、有しないときは「国土交通大臣認定者（土木）」のように記載する。 

リ 第２号チ及び第４号チの「建設工事に従事する者」は、建設工事に該

当しない資材納入や調査業務、運搬業務などに従事する者については、

必ずしも記載する必要はない。 

また、「中小企業退職金共済法第二条第七項に規定する被共済者に該

当する者であるか否かの別」は、建設業退職金共済制度又は中小企業退

職金共済制度への加入の有無を記入すること。 

また、「安全衛生に関する教育の内容」は、労働安全衛生法（昭和４

７年法律第５７号）に規定されている、職長等の職務に新たに就くこと

になったものが受けることとされている安全又は衛生のための教育や、

労働者を雇い入れたときに行うその従事する業務に関する安全又は衛

生のための教育についての受講状況等を記載すること（例：雇入時教育、

職長教育、建設用リフトの運転の業務に係る特別教育）。 

  また、「建設工事に係る知識及び技術又は技能に関する資格」は登録

基幹技能者資格やその他の施工に係る各種検定について有している資

格を記載すること（例：登録○○基幹技能者、○級○○施工管理技士）。

なお、本項目については、各技能者の有する技能を記載することで適正

な処遇の実現の一助とするものであり、記載を望まない者に対して記載

を求める性質のものではないことから、任意の記載項目となっているこ

とに留意すること。 

ヌ 第２号リ及び第４号リの「一号特定技能外国人、外国人技能実習生及

び外国人建設就労者の従事の状況」は、当該工事現場に従事するこれら

の者の有無を記載すること。 

ル 第３号ロの「建設業の種類」は、例えば大工工事業の許可を受けてい

るものが大工工事を請け負ったときは「大工工事業」と記載する。この

際、規則別記様式第１号記載要領６の表の（）内に示された略号を用い

て記載して差し支えない。 

  ② 添付書類（規則第１４条の２第２項）関係 

   イ  第１号の書類は、作成建設業者が当事者となった下請契約以外の下

請契約にあっては、請負代金の額について記載された部分が抹消され

ているもので差し支えない。 

     ただし、公共工事については、全ての下請契約について下請代金額

は明記されていなければならない。 

     なお、同号の書類には、法第１９条第１項各号に掲げる事項が網羅
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されていなければならないので、これらを網羅していない注文伝票等

は、ここでいう書類に該当しない。 

     ロ  第２号の「主任技術者又は監理技術者資格を有することを証する書

面」は、作成建設業者が置いた主任技術者又は監理技術者についての

み添付すればよく、具体的には、規則第３条第２項又は規則第１３条

第２項に規定する書面を添付すること。 

   ハ  第３号の「監理技術者補佐資格を有することを証する書面」は、作

成建設業者が置いた建設業法施行令（昭和３１年政令第２７３号）第

２８条第１号又は第２号の要件を満たす者についてのみ添付すればよ

く、具体的には、規則第３条第２項に規定する書面及び施工技術検定

規則（昭和３５年建設省令第１７号）別記様式第６号（イ）による１

級技術検定（第一次検定）合格証明書の写し等又は規則第１３条第２

項に規定する書面を添付すること。 

   ニ  第４号の「主任技術者資格を有することを証する書面」は、作成建

設業者が置いた規則第１４条の２第１項第２号トに規定する者につい

てのみ添付すればよく、具体的には、規則第３条第２項に規定する書

面を添付すること。 

（７）記載事項及び添付書類の変更 

   一度作成した施工体制台帳の記載事項又は添付書類（法第１９条第１項

の規定による書面を含む。）について変更があったときは、遅滞なく、当

該変更があった年月日を付記して、既に記載されている事項に加えて変更

後の事項を記載し、又は既に添付されている書類に加えて変更後の書類を

添付しなければならない。 

   変更後の事項の記載についても、（４）に掲げたところと同様に、作成

建設業者が自ら行ってもよいし、変更後の所定の記載事項が記載された書

面や各下請負人から提出された変更に係る再下請負通知書を束ねるように

してもよい。 

（８）施工体系図 

   施工体系図は、作成された施工体制台帳をもとに、施工体制台帳のいわ

ば要約版として樹状図等により作成の上、工事現場の見やすいところに掲

示しなければならないものである。 

ただし、公共工事については、工事関係者が見やすい場所及び公衆が見や

すい場所に掲示しなければならない。 

その作成に当たっては、次の点に留意して行う必要がある。 

① 施工体系図には、現にその請け負った建設工事を施工している下請負人

に限り表示すれば足りる（規則第１４条の６第３号）。なお、｢現にその

請け負った建設工事を施工している｣か否かは、請負契約で定められた工

期を基準として判断する。 

② 施工体系図の掲示は、遅くとも上記①により下請負人を表示しなければ

ならなくなったときまでには行う必要がある。また、工期の進行により表

示すべき下請負人に変更があったときには、速やかに施工体系図を変更し

て表示しておかなければならない。 
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③ 施工体系図に表示すべき「建設工事の内容」（規則第１４条の６第２号

及び第４号）は、その記載から建設工事の具体的な内容が理解されるよう

な工種の名称等を記載すること。 

④ 施工体系図は、その表示が複雑になり見にくくならない限り、労働安全

等他の目的で作成される図面を兼ねるものとして作成しても差し支えな

い。 

⑤ 施工体系図又はその写しは、法第４０条の３及び規則第２６条第５項に

定めるところにより営業所への保存が義務付けられているが、電子計算機

に備えられたファイル又は磁気ディスク等に記録され、必要に応じて当該

営業所において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示され

るときは、当該記録をもって施工体系図又はその写しに代えることができ

る。 

（９）施工体制台帳の発注者への提出等 

   作成建設業者は、発注者からの請求があったときは、備え置かれた施工

体制台帳をその発注者の閲覧に供しなければならない。 

ただし、公共工事については、作成した施工体制台帳の写しを提出しな

ければならない。 

（１０）施工体制台帳の備置き等 

   施工体制台帳の備置き及び施工体系図の掲示は、発注者から請け負った

建設工事目的物を発注者に引き渡すまで行わなければならない。ただし、

請負契約に基づく債権債務が消滅した場合（規則第１４条の７。請負契約

の目的物の引渡しをする前に契約が解除されたこと等に伴い、請負契約の

目的物を完成させる債務とそれに対する報酬を受け取る債権とが消滅した

場合を指す。） には、当該債権債務の消滅するまで行えば足りる。 

（１１）法第４０条の３の帳簿への添付 

施工体制台帳の一部は、上記（１０）の時期を経過した後は、法第４０

条の３の帳簿の添付資料として添付しなければならない。すなわち、上記

（１０）の時期を経過した後に、施工体制台帳から帳簿に添付しなければ

ならない部分だけを抜粋することとなる。このため、施工体制台帳を作成

するときには、あらかじめ、帳簿に添付しなければならない事項を記載し

た部分と他の事項が記載された部分とを別紙に区分して作成しておけば、

施工体制台帳の一部の帳簿への添付を円滑に行うことが出来ると考えられ

る。 

また、規則第２６条第２項第３号に掲げる施工体制台帳の一部が、スキ

ャナにより読み取る方法その他これに類する方法により電子計算機に備え

られたファイル又は磁気ディスク等に記録され、必要に応じて当該営業所にお

いて電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録を

もって同号に掲げる施工体制台帳の一部に代えることができる。 

 

二 下請負人の義務 

  施工体制台帳の作成等の義務は、作成建設業者に係る義務であるが、施工

体制台帳が作成される建設工事の下請負人にも次のような義務がある。 
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（１）施工体制台帳が作成される建設工事である旨の通知 

   その請け負った建設工事の注文者から一（２）①の書面の通知を受けた

場合や、工事現場に一（２）②の書面が掲示されている場合は、その請け

負った建設工事を他の建設業を営む者に請け負わせたときに以下に述べる

ところにより書類の作成、通知等を行わなければならない。 

（２）建設工事を請け負わせた者及び作成建設業者に対する通知 

   （１）に述べた場合など施工体制台帳が作成される建設工事の下請負人

となった場合において、その請け負った建設工事を他の建設業を営む者に

請け負わせたときは、遅滞なく、 

① 当該他の建設業を営む者に対し、一（２）①の書面を通知しなければな

らない。なお、書面による通知に代えて、規則第１４条の４第７項で定め

るところにより、当該他の建設業を営む者の承諾を得て、一（２）①ａ、

ｂ及びｃに掲げる事項を電磁的方法により通知することができる。この場

合において、当該下請負人は、書面による通知をしたものとみなす。 

② 作成建設業者に対し、（３）に掲げるところにより再下請負通知を行わ

なければならない。 

（３）再下請負通知 

① 再下請負通知は、再下請負通知書をもって行わなければならない。再下

請負通知書の作成は、再下請負通知人がその請け負った建設工事を請け負

わせた建設業を営む者から必要事項を聴取すること等により作成する必

要があり、自ら記載をして作成してもよいし、所定の記載事項が記載され

た書面を束ねるようにしてもよい。ただし、いずれの場合も下請負人ごと

に行わなければならない。 

② 再下請負通知書の作成及び作成建設業者への通知は、施工体制台帳が作

成される建設工事の下請負人となり、その請け負った建設工事を他の建設

業を営む者に請け負わせた後、遅滞なく行わなければならない（規則第１

４条の４第２項）。 

  また、発注者から直接建設工事を請け負った建設業者が新たに下請契約

を締結した場合や下請代金額の総額が一（１）の金額に達したこと等によ

り、施工途中で再下請負通知人に該当することとなった場合において、当

該該当することとなった時よりも前に記載事項又は添付書類に係る事実

に変更があった時も、再下請負通知人に該当することとなった時以降の事

実に基づいて再下請負通知書を作成すれば足りる。 

③ 再下請通知書に添付される書類は、請負代金の額について記載された部

分が抹消されているもので差し支えない。ただし、公共工事については、

当該部分は記載されていなければならない。 

④ 一度再下請負通知を行った後、再下請負通知書に記載した事項又は添付

した書類（法第１９条第１項の規定による書面）について変更があったと

きは、遅滞なく、当該変更があった年月日を付記して、既に記載されてい

る事項に加えて変更後の事項を記載し、又は既に添付されている書類に加

えて変更後の書類を添付しなければならない。 

⑤ 作成建設業者に対する再下請負通知書の提出は、注文者から交付される
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一（２）①の書面や工事現場の掲示にしたがって、直接に作成建設業者に

提出することを原則とするが、やむを得ない場合には、直接に下請契約を

締結した注文者に経由を依頼して作成建設業者あてに提出することとし

ても差し支えない。 

⑥ 再下請負通知及びその内容の変更の通知は、作成建設業者の承諾を得て、

電磁的方法により通知することができる。この場合において、当該下請負

人は、書面による通知をしたものとみなす。 

また、規則第１４条の４第３項に規定する書面の写しの記載事項がスキ

ャナにより読み取る方法その他これに類する方法により、電子計算機に備

えられたファイル又は磁気ディスク等に記録され、必要に応じ電子計算機

その他の機器を用いて明確に表示されるときは、当該記録をもって規則第

１４条の４第３項に規定する添付書類に代えることができる。 

 

三 施工体制台帳の作成等の勧奨について 

  下請代金額の総額が一（１）の金額を下回る民間工事など法第２４条の８

第１項の規定により施工体制台帳の作成等を行わなければならない場合以外

の場合であっても、建設工事の適正な施工を確保する観点から、規則第１４条

の２から第１４条の７までの規定に準拠して施工体制台帳の作成等を行うこ

とが望ましい。 

また、より的確な建設工事の施工及び請負契約の履行を確保する観点から、

規則第１４条の２等においては記載することとされていない安全衛生責任者

名、雇用管理責任者名、就労予定労働者数、工事代金支払方法、受注者選定理

由等の事項についても、できる限り記載することが望ましい。 

 

  附 則 

 この通知は、令和５年１月１日から適用する。 

 



国 官 技 第 ７ ０ 号 
国 営 技 第 ３ ０ 号 
平成１３年３月３０日 

 
最終改正：国 官 技 第 ３ １ ９ 号 

国 営 建 技 第 １ ６ 号 
令 和 ３ 年 ３ 月 ５ 日 

 
各地方整備局 企画部長       殿 

営繕部長       殿 
北海道開発局 事業振興部長     殿 
       営繕部長       殿 
内閣府沖縄総合事務局 開発建設部長 殿 

 
大臣官房技術調査課長 
大臣官房官庁営繕部整備課長 

 
 

「施工体制台帳に係る書類の提出について」の改正について 
 
 

工事現場における適正な施工体制の確保等については、「工事現場等における

施工体制の点検要領」に基づき、発注者における適切な点検及び必要な措置に

ついて統一的に実施してきているところである。 
今般、建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の

一部を改正する法律（令和元年法律第３０号）、建設業法施行規則及び施工技術

検定規則の一部を改正する省令（令和２年国土交通省令第６９号）等により、

施工体制台帳の記載事項として、新たに監理技術者補佐の氏名等が追加される

とともに、いわゆる「作業員名簿」を施工体制台帳の一部として作成すること

とされるなど、所要の改正が行われた。この施工体制台帳については、公共工

事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律（平成１２年法律第１２７号）

第１５条第２項に基づき、公共工事の受注者はその写しを発注者に提出するこ

ととされている。 
ついては、「施工体制台帳に係る書類の提出について」（平成１３年３月３０

日付け国官技第７０号、国営技第３０号）を別紙のとおり改正したので、貴職

におかれては、遺漏なきよう措置されたい。 
 



（別紙） 
施工体制台帳に係る書類の提出に関する実施要領 

 
１． 目的 
公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律及び建設業法に基づく

適正な施工体制の確保等を図るため、発注者から直接建設工事を請け負った建

設業者は、施工体制台帳を整備すること等により、的確に建設工事の施工体制

を把握するとともに、受注者の施工体制について、発注者が必要と認めた事項

について提出させ、発注者においても的確に施工体制を把握することを目的と

する。 
 
２． 対象工事 
工事を施工するために、下請契約を締結した工事。 

 
３． 記載すべき内容 
（１）建設業法第２４条の８第１項及び建設業法施行規則第１４条の２に掲げ

る事項 
（２）安全衛生責任者名、安全衛生推進者名、雇用管理責任者名 
（３）一次下請負人となる警備会社の商号又は名称、現場責任者名、工期 

 
（注１） 提出様式は、別添 様式例を参考とする。 
（注２） 施工体制台帳の作成方法等は「施工体制台帳の作成等について（通

知）」（平成７年６月２０日付け建設省経建発第１４７号、最終改正令

和３年３月２日付け国不建第４０４～４０５号）を参考とする。 
 
４． 提出手続き 
主任監督員は、受注者に対し、施工体制台帳等を作成後、施工体制台帳等に

係る書類を、工事着手までに提出させるものとする。また、施工体制に変更が

生じる場合は、そのつど、提出させるものとする。 
施工体制台帳等は、原則として、電子データで作成・提出するものとする。 

 
５． 提出根拠 
・建設業法第２４条の８ 
・公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律第１５条 

 
６． 適用 
本通知は、令和２年１０月１日以降に契約する工事に適用するものとする。 
 
 
 



（別添） 
 

様式例 一覧 
 
 
 ・施工体制台帳： 様式例－１、様式例－２ 
 
 
 ・再下請通知書： 様式例－３、様式例－４ 
 
 
 ・工事作業所災害防止協議会兼施工体系図： 様式例－５ 
 
 
 ・作業員名簿： 様式例－６ 
 



《参　考》 年月日：

自

至

資格内容

[事業所名・現場ID]

[会社名・事業者ID]

監理技術者補佐
名

雇用保険

下請契約

大臣　特定

知事　一般

資格内容 資格内容

担　当
工事内容

担　当
工事内容

元請契約

専　門
技術者名

専　門
技術者名

発注者の
監督員名

権限及び意見
申出方法

監理技術者名
主任技術者名

専任
非専任

権限及び意見
申出方法

監督員名

現　場
代理人名

権限及び意見
申出方法

契　約
営業所

区分 名　　　称

加入　　未加入
適用除外

加入　　未加入
適用除外

住　　　所

元請契約

下請契約

工事名称
及　び

工事内容

年　　月　　日　
契約日 年　　　月　　　日　

年　　月　　日　
工　期

年　　月　　日　
工事業

発注者名
及　び
住　所

〒

号

建設業の
許　可

第
大臣　特定

知事　一般

第

号 年　　月　　日　

施工体制台帳　様式例-1

施　工　体　制　台　帳

許可（更新）年月日許可業種 許可番号

工事業

加入　　未加入
適用除外

保険加入
の有無

雇用保険厚生年金保険健康保険

健康保険
等の加入

状況

資格内容

事業所
整理記号

等

厚生年金保険健康保険営業所の名称区　分

一号特定技能外国人の
従事の状況（有無）

有　　無
外国人建設就労者の
従事の状況（有無）

有　　無
外国人技能実習生の
従事の状況（有無）

有　　無



（記入要領）
1

2
3

4
①

②

③

④

⑤

5

6

7
出入国管理及び難民認定法（昭和二十六年政令第三百十九号）別表第一の二の表の技能実習の在
留資格を決定された者（以下「外国人技能実習生」という。）が当該建設工事に従事する場合は
「有」、従事する予定がない場合は「無」に○印を付けること。

健康保険等の加入状況の記入要領は次の通り。
各保険の適用を受ける営業所について、届出を行っている場合には「加入」、行っていない場
合（適用を受ける営業所が複数あり、そのうち一部について行っていない場合を含む）は「未
加入」に○印を付けること。元請契約又は下請契約に係る全ての営業所で各保険の適用が除外
される場合は「適用除外」に○を付けること。

厚生年金保険の欄には、事業所整理記号及び事業所番号を記載すること。一括適用の承認に係
る営業所の場合は、本店の整理記号及び事業所番号を記載すること。

健康保険の欄には、事業所整理記号及び事業所番号（健康保険組合にあっては組合名）を記載
すること。一括適用の承認に係る営業所の場合は、本店の整理記号及び事業所番号を記載する
こと。

元請契約欄には元請契約に係る営業所について、下請契約欄には下請契約に係る営業所につい
て記載すること。なお、元請契約に係る営業所と下請契約に係る営業所が同一の場合には、下
請契約の欄に「同上」と記載すること。

専門技術者には、土木・建築一式工事を施工する場合等でその工事に含まれる専門工事を施工す
るために必要な主任技術者を記載する。(監理技術者が専門技術者としての資格を有する場合は専
門技術者を兼ねることができる。)

監理技術者又は主任技術者の配置状況について「専任・非専任」のいずれかに○印を付けるこ
と。

上記の記載事項が発注者との請負契約書や下請負契約書に記載ある場合は、その写しを添付する
ことにより記載を省略することができる。

一号特定技能外国人の従事の状況について

一号特定技能外国人（出入国管理及び難民認定法（昭和二十六年政令第三百十九号）別表第一の
二の表の特定技能一号の在留資格を決定された者。）が当該建設工事に従事する場合は「有」、
従事する予定がない場合は「無」を○で囲むこと。

外国人建設就労者の従事の状況について

外国人技能実習生の従事の状況について

雇用保険の欄には、労働保険番号を記載すること。継続事業の一括の認可に係る営業所の場合
は、本店の労働保険番号を記載すること。

出入国管理及び難民認定法（昭和二十六年政令第三百十九号）別表第一の五の表の上欄の在留資
格を決定された者であって、国土交通大臣が定めるもの（以下「外国人建設就労者」という。）
が建設工事に従事する場合は「有」、従事する予定がない場合は「無」に○印を付けること。



《参　考》

<<下請負人に関する事項>>

－ － )

自

至

一号特定技能外国人の
従事の状況（有無）

有　　無
外国人建設就労者の
従事の状況（有無）

有　　無
外国人技能実習生の
従事の状況（有無）

有　　無

資 格 内 容

知事　一般

大臣　特定

知事　一般

担当工事内容

安全衛生推進者名

工事業建設業の
許　可

※専門技術者名

資 格 内 容

工事業
号

大臣　特定

※主任技術者名
専　任
非専任

雇用管理責任者名

権限及び
意見申出方法

第

第

年　　月　　日　

号

許可（更新）年月日

年　　月　　日　
契約日 年　　　月　　　日　

年　　月　　日　

施工に必要な許可業種 許可番号

住　　所
電話番号

〒

（TEL

健康保険
等の加入

状況

年　　月　　日　

工事名称
及び

工事内容

工　期

施工体制台帳　様式例-2

会社名・
事業者ID

代表者名

安全衛生責任者名現場代理人名

保険加入
の有無

健康保険 厚生年金保険 雇用保険

加入　　未加入
適用除外

加入　　未加入
適用除外

加入　　未加入
適用除外

事業所
整理記号等

営業所の名称 健康保険 厚生年金保険 雇用保険



※［健康保険等の加入状況の記入要領］
1

2

3

4

5

※［一号特定技能外国人の従事の状況の記入要領］

※［外国人建設就労者の従事の状況の記入要領］

※［外国人技能実習生の従事の状況の記入要領］

出入国管理及び難民認定法（昭和二十六年政令第三百十九号）別表第一の五の表の上欄の在留
資格を決定された者であって、国土交通大臣が定めるもの（以下「外国人建設就労者」とい
う。）が建設工事に従事する場合は「有」、従事する予定がない場合は「無」に○印を付ける

出入国管理及び難民認定法（昭和二十六年政令第三百十九号）別表第一の二の表の技能実習の
在留資格を決定された者（以下「外国人技能実習生」という。）が当該建設工事に従事する場
合は「有」、従事する予定がない場合は「無」に○印を付けること。

健康保険の欄には、事業所整理記号及び事業所番号（健康保険組合にあっては組合名）を記載
すること。一括適用の承認に係る営業所の場合は、本店の整理記号及び事業所番号を記載する
こと。

厚生年金保険の欄には、事業所整理記号及び事業所番号を記載すること。一括適用の承認に係
る営業所の場合は、本店の整理記号及び事業所番号を記載すること。

雇用保険の欄には、労働保険番号を記載すること。継続事業の一括の認可に係る営業所の場合
は、本店の労働保険番号を記載すること。

下請契約に係る営業所以外の営業所で再下請契約を行う場合には、事業所整理記号等の欄を
「下請契約」と「再下請契約」の区分に分けて、各保険の事業所整理記号等を記載すること。

一号特定技能外国人（出入国管理及び難民認定法（昭和二十六年政令第三百十九号）別表第一
の二の表の特定技能一号の在留資格を決定された者。）が当該建設工事に従事する場合は
「有」、従事する予定がない場合は「無」を○で囲むこと。

各保険の適用を受ける営業所について、届出を行っている場合には「加入」、行っていない場
合（適用を受ける営業所が複数あり、そのうち一部について行っていない場合を含む）は「未
加入」に○印を付けること。下請契約又は再下請契約に係る全ての営業所で各保険の適用が除
外される場合は「適用除外」に○を付けること。

3   主任技術者の資格内容(該当するものを選んで
    記入する)
    (1)経験年数による場合
      1)大学卒[指定学科]  3年以上の実務経験
      2)高校卒[指定学科]  5年以上の実務経験
      3)その他           10年以上の実務経験
    (2)資格等による場合
      1)建設業法「技術検定」
      2)建築士法「建築士試験」
      3)技術士法「技術士試験」
      4)電気工事士法「電気工事士試験」
      5)電気事業法「電気主任技術者国家試験等」
      6)消防法「消防設備士試験」
      7)職業能力開発促進法「技能検定」

※ [主任技術者、専門技術者の記入要領]
1  　 主任技術者の配置状況について[専任・
    非専任]のいづれかに○印を付すること。
2    専門技術者には、土木・建築一式工事を施
    工の場合等でその工事に含まれる専門工事
    を施工するために必要な主任技術者を記載
    する。(一式工事の主任技術者が専門工事の
    主任技術者としての資格を有する場合は専
    門技術者を兼ねることができる。)
      複数の専門工事を施工するために複数の
    専門技術者を要する場合は適宜欄を設けて
    全員を記載する。



《参　考》 年月日：

　【報告下請負業者】

<<自社に関する事項>>

自

至

一号特定技能外国人の
従事の状況（有無）

有　　無
外国人建設就労者の
従事の状況（有無）

有　　無
外国人技能実習生の
従事の状況（有無）

有　　無

工事名称
及び

工事内容

工　期
年　　月　　日　 注文者との

契　約　日
年　　　月　　　日　

年　　月　　日　

建設業の
許　可

施工に必要な許可業種 許可番号 許可（更新）年月日

大臣　特定
第 号 年　　月　　日　

工事業 知事　一般

大臣　特定
第 号 年　　月　　日　

工事業 知事　一般

健康保険
等の加入

状況

保険加入
の有無

健康保険 厚生年金保険 雇用保険

加入　　未加入
適用除外

加入　　未加入
適用除外

加入　　未加入
適用除外

事業所
整理記号等

営業所の名称 健康保険 厚生年金保険 雇用保険

監 督 員 名 安全衛生責任者名

権限及び
意見申出方法

安全衛生推進者名

雇用管理責任者名

権限及び
意見申出方法

※専門技術者名

資 格 内 容

担当工事内容

元請名称・
事業者ID

直近上位
注文者名

現場代理人名

施工体制台帳　様式例-3

再　下　請　通　知　書

※主任技術者名

資 格 内 容

専　任
非専任

代表者名

会 社 名・
事業者ID

住　　所



※［健康保険等の加入状況の記入要領］
1

2

3

4

5

※［一号特定技能外国人の従事の状況の記入要領］

※［外国人建設就労者の従事の状況の記入要領］

※［外国人技能実習生の従事の状況の記入要領］

※ [主任技術者、専門技術者の記入要領]
1  　 主任技術者の配置状況について[専任・
    非専任]のいづれかに○印を付すること。
2    専門技術者には、土木・建築一式工事を施
    工の場合等でその工事に含まれる専門工事
    を施工するために必要な主任技術者を記載
    する。(一式工事の主任技術者が専門工事の
    主任技術者としての資格を有する場合は専
    門技術者を兼ねることができる。)
      複数の専門工事を施工するために複数の
    専門技術者を要する場合は適宜欄を設けて
    全員を記載する。

3   主任技術者の資格内容(該当するものを選んで
    記入する)
    (1)経験年数による場合
      1)大学卒[指定学科]  3年以上の実務経験
      2)高校卒[指定学科]  5年以上の実務経験
      3)その他           10年以上の実務経験
    (2)資格等による場合
      1)建設業法「技術検定」
      2)建築士法「建築士試験」
      3)技術士法「技術士試験」
      4)電気工事士法「電気工事士試験」
      5)電気事業法「電気主任技術者国家試験等」
      6)消防法「消防設備士試験」
      7)職業能力開発促進法「技能検定」

下請契約に係る営業所以外の営業所で再下請契約を行う場合には、事業所整理記号等の欄を
「下請契約」と「再下請契約」の区分に分けて、各保険の事業所整理記号等を記載すること。

各保険の適用を受ける営業所について、届出を行っている場合には「加入」、行っていない場
合（適用を受ける営業所が複数あり、そのうち一部について行っていない場合を含む）は「未
加入」に○印を付けること。下請契約又は再下請契約に係る全ての営業所で各保険の適用が除
外される場合は「適用除外」に○を付けること。

健康保険の欄には、事業所整理記号及び事業所番号（健康保険組合にあっては組合名）を記載
すること。一括適用の承認に係る営業所の場合は、本店の整理記号及び事業所番号を記載する
こと。

雇用保険の欄には、労働保険番号を記載すること。継続事業の一括の認可に係る営業所の場合
は、本店の労働保険番号を記載すること。

出入国管理及び難民認定法（昭和二十六年政令第三百十九号）別表第一の五の表の上欄の在留
資格を決定された者であって、国土交通大臣が定めるもの（以下「外国人建設就労者」とい
う。）が建設工事に従事する場合は「有」、従事する予定がない場合は「無」に○印を付ける

出入国管理及び難民認定法（昭和二十六年政令第三百十九号）別表第一の二の表の技能実習の
在留資格を決定された者（以下「外国人技能実習生」という。）が当該建設工事に従事する場
合は「有」、従事する予定がない場合は「無」に○印を付けること。

厚生年金保険の欄には、事業所整理記号及び事業所番号を記載すること。一括適用の承認に係
る営業所の場合は、本店の整理記号及び事業所番号を記載すること。

一号特定技能外国人（出入国管理及び難民認定法（昭和二十六年政令第三百十九号）別表第一
の二の表の特定技能一号の在留資格を決定された者。）が当該建設工事に従事する場合は
「有」、従事する予定がない場合は「無」を○で囲むこと。



《参　考》

<<再下請負関係>>
再下請業者及び再下請契約関係について次にとおり報告いたします。

－ － )

自

至

有　　無

会社名・
事業者ID

代表者名

住　　所
電話番号

〒

（TEL
工事名称

及び
工事内容

工　期
年　　月　　日　

契約日 年　　　月　　　日　
年　　月　　日　

建設業の
許　可

施工に必要な許可業種 許可番号 許可（更新）年月日

大臣　特定
第 号 年　　月　　日　

工事業 知事　一般

大臣　特定
第 号 年　　月　　日　

工事業 知事　一般

健康保険
等の加入

状況

保険加入
の有無

健康保険 厚生年金保険 雇用保険

加入　　未加入
適用除外

加入　　未加入
適用除外

加入　　未加入
適用除外

事業所
整理記号等

営業所の名称 健康保険 厚生年金保険 雇用保険

現場代理人名 安全衛生責任者名

権限及び
意見申出方法

安全衛生推進者名

※主任技術者名
専　任
非専任

雇用管理責任者名

資 格 内 容 ※専門技術者名

資 格 内 容

担当工事内容

一号特定技能外国人の
従事の状況（有無）

有　　無
外国人建設就労者の
従事の状況（有無）

有　　無
外国人技能実習生の
従事の状況（有無）

施工体制台帳　様式例-4



※［健康保険等の加入状況の記入要領］
1

2

3

4

5

※［一号特定技能外国人の従事の状況の記入要領］

※［外国人建設就労者の従事の状況の記入要領］

※［外国人技能実習生の従事の状況の記入要領］

厚生年金保険の欄には、事業所整理記号及び事業所番号を記載すること。一括適用の承認に係
る営業所の場合は、本店の整理記号及び事業所番号を記載すること。

一号特定技能外国人（出入国管理及び難民認定法（昭和二十六年政令第三百十九号）別表第一
の二の表の特定技能一号の在留資格を決定された者。）が当該建設工事に従事する場合は
「有」、従事する予定がない場合は「無」を○で囲むこと。

雇用保険の欄には、労働保険番号を記載すること。継続事業の一括の認可に係る営業所の場合
は、本店の労働保険番号を記載すること。

出入国管理及び難民認定法（昭和二十六年政令第三百十九号）別表第一の五の表の上欄の在留
資格を決定された者であって、国土交通大臣が定めるもの（以下「外国人建設就労者」とい
う。）が建設工事に従事する場合は「有」、従事する予定がない場合は「無」に○印を付ける

出入国管理及び難民認定法（昭和二十六年政令第三百十九号）別表第一の二の表の技能実習の
在留資格を決定された者（以下「外国人技能実習生」という。）が当該建設工事に従事する場
合は「有」、従事する予定がない場合は「無」に○印を付けること。

※ [主任技術者、専門技術者の記入要領]
1  　 主任技術者の配置状況について[専任・
    非専任]のいづれかに○印を付すること。
2    専門技術者には、土木・建築一式工事を施
    工の場合等でその工事に含まれる専門工事
    を施工するために必要な主任技術者を記載
    する。(一式工事の主任技術者が専門工事の
    主任技術者としての資格を有する場合は専
    門技術者を兼ねることができる。)
      複数の専門工事を施工するために複数の
    専門技術者を要する場合は適宜欄を設けて
    全員を記載する。

3   主任技術者の資格内容(該当するものを選んで
    記入する)
    (1)経験年数による場合
      1)大学卒[指定学科]  3年以上の実務経験
      2)高校卒[指定学科]  5年以上の実務経験
      3)その他           10年以上の実務経験
    (2)資格等による場合
      1)建設業法「技術検定」
      2)建築士法「建築士試験」
      3)技術士法「技術士試験」
      4)電気工事士法「電気工事士試験」
      5)電気事業法「電気主任技術者国家試験等」
      6)消防法「消防設備士試験」
      7)職業能力開発促進法「技能検定」

下請契約に係る営業所以外の営業所で再下請契約を行う場合には、事業所整理記号等の欄を
「下請契約」と「再下請契約」の区分に分けて、各保険の事業所整理記号等を記載すること。

各保険の適用を受ける営業所について、届出を行っている場合には「加入」、行っていない場
合（適用を受ける営業所が複数あり、そのうち一部について行っていない場合を含む）は「未
加入」に○印を付けること。下請契約又は再下請契約に係る全ての営業所で各保険の適用が除
外される場合は「適用除外」に○を付けること。

健康保険の欄には、事業所整理記号及び事業所番号（健康保険組合にあっては組合名）を記載
すること。一括適用の承認に係る営業所の場合は、本店の整理記号及び事業所番号を記載する
こと。



《参　考》

自

至

工
事

工
事

工
事

工
事

工
事

工
事

工
事

工
事

工
事

工
事

工
事

工
事

（注）一次下請負人となる警備会社については、商号又は名称、
　　現場責任者名、工期を記入する。

工期 年 　月 　日～　　年 　月 　日

会　社　名・
事業者ID

会　社　名・
事業者ID

工期 年 　月 　日～　　年 　月 　日元方安全衛生管理者

工期 年 　月 　日～　　年 　月 　日 工期 年 　月 　日～　　年 　月 　日 工期

工期 年 　月 　日～　　年 　月 　日 工期 年 　月 　日～　　年 　月 　日

年 　月 　日～　　年 　月 　日

会　社　名・
事業者ID

担当工事
内容

会　社　名・
事業者ID

専門技術者 専門技術者

担当工事
内容

担当工事
内容

特定専門工
事の該当

有・無
特定専門工
事の該当

有・無
特定専門工
事の該当

有・無

主任技術者 主任技術者

安全衛生責任者

代表者名

会　社　名・
事業者ID

一般/特定の別 一般/特定

担当工事
内容

安全衛生責任者

専門技術者

会　社　名・
事業者ID

主任技術者

安全衛生責任者

主任技術者

特定専門工
事の該当

有・無

専門技術者

一般/特定の別 一般/特定

安全衛生責任者

特定専門工
事の該当

有・無

一般/特定

安全衛生責任者

許可番号

一般/特定の別 一般/特定

安全衛生責任者

専門技術者名

担当工事内容

担当工事内容

許可番号

一般/特定の別

許可番号

一般/特定の別 一般/特定

安全衛生責任者

工 事 内 容 工 事 内 容 工 事 内 容

会　社　名・
事業者ID

工 事 内 容

代表者名 代表者名 代表者名 代表者名

許可番号 許可番号 許可番号 許可番号

一般/特定の別 一般/特定 一般/特定の別 一般/特定 一般/特定の別 一般/特定 一般/特定の別 一般/特定

安全衛生責任者 安全衛生責任者 安全衛生責任者 安全衛生責任者

主任技術者 主任技術者 主任技術者 主任技術者

特定専門工
事の該当

有・無
特定専門工
事の該当

有・無
特定専門工
事の該当

有・無
特定専門工
事の該当

有・無

専門技術者 専門技術者 専門技術者

担当工事
内容

担当工事
内容

担当工事
内容

工期 年 　月 　日～　　年 　月 　日 工期 年 　月 　日～　　年 　月 　日 工期 年 　月 　日～　　年 　月 　日 工期 年 　月 　日～　　年 　月 　日

専門技術者

担当工事
内容

一般/特定の別 一般/特定

工 事 内 容

許可番号

一般/特定

安全衛生責任者

代表者名 代表者名

一般/特定の別

許可番号 許可番号

工 事 内 容工 事 内 容

一般/特定一般/特定の別

副　会　長

許可番号

書　　　記 代表者名

工 事 内 容
会　　　長

統括安全衛生責任者 会　社　名・
事業者ID

代表者名 代表者名

主任技術者

専門技術者 専門技術者

特定専門工
事の該当

有・無

担当工事
内容

担当工事
内容

代表者名

主任技術者

許可番号

有・無

工期 年 　月 　日～　　年 　月 　日

専門技術者

担当工事
内容

担当工事
内容

専門技術者名 主任技術者

会　社　名・
事業者ID

会　社　名・
事業者ID

専門技術者

工 事 内 容

代表者名

主任技術者

特定専門工
事の該当

有・無
特定専門工
事の該当

監 督 員 名 工 事 内 容 工 事 内 容 工 事 内 容

会　社　名・
事業者ID

施工体制台帳　様式例-5

工事作業所災害防止協議会兼施工体系図
発 注 者 名

工期
年　　月　　日　

工 事 名 称 年　　月　　日　

元 請 名・事業者ID
会　社　名・

事業者ID

監理技術者名
主任技術者名

監理技術者補佐名



様式－６

提出日

一次会社名
・事業者ID

(　次)会社名
・事業者ID

（注)１.※印欄には次の記号を入れる。

 …現場代理人  …作業主任者（（注）2.)  …女性作業員

 …主任技術者  …職　長  …安全衛生責任者  …能力向上教育　　　　　 …危険有害業務・再発防止教育

　　　　年

　　　　年

作　　業　　員　　名　　簿

　　　　年

　　　　年

　　　　年

雇用保険

血
液
型

　年　　　月　　　日

経験年数

　　　　年

　　　　年

入場年月日

年　月　日

受入教育
実施年月日

～

年　月　日

年金保険

年　月　日

年　月　日

年　月　日

年　月　日

年　月　日

最近の健康診断日 特殊健康診断日

血圧 種類

年　月　日

年　月　日

年　月　日

　　　　年

年　月　日

       …18歳未満の作業員

（注）３．経験年数は現在担当している仕事の経験年数を記入する。

年　月　日

年　月　日

歳

年　月　日

 …外国人技能実習生  …外国人建設就労者  …１号特定技能外国人

（注）２.作業主任者は作業を直接指揮する義務を負うので、同時に施工されている他の現場や、同一現場においても
  他の作業個所との作業主任者を兼務することは、法的に認められていないので、複数の選任としなければならない。

（注）６．健康保険欄には、健康保険の名称（健康保険組合、協会けんぽ、建設国保、国民健康保険）を記載。上記の保険に加入して
おらず、後期高齢者である等により、国民健康保険の適用除外である場合には、「適用除外」と記載。

（注）５．資格・免許等の写しを添付すること。

（注）４．各社別に作成するのが原則だが、リース機械等の運転者は一緒でもよい。

年　月　日

～

年　月　日

（注）８．雇用保険欄には右欄に被保険者番号の下４けたを記載。（日雇労働被保険者の場合には左欄に「日雇保険」と記
載）事業主である等により雇用保険の適用除外である場合には左欄に「適用除外」と記載。

年　月　日

年　月　日

歳 ～

年　月　日

年　月　日

～

年　月　日

年　月　日

年　月　日

歳

歳 年　月　日

年　月　日 年　月　日

～

年　月　日

年　月　日

年　月　日

歳

年　月　日 年　月　日

歳 ～

～

年　月　日

年　月　日

年　月　日

歳 年　月　日

年　月　日

年　月　日

年　月　日

歳

年　月　日 年　月　日

～

技能講習 免　許

建設業退職金
共済制度

教　育・資　格・免　許技能レベル

在留資格技能者ID

番
号

ふりがな

職
種

※

生年月日

氏名

年齢

健康保険

中小企業退職金
共済制度

雇入・職長
特別教育

（　　年　　月　　日作成)
元請
確認欄事業所の名称

・現場ID

所長名
 本書面に記載した内容は、作業員名簿として安全衛生管理や労働災害発生時
の緊急連絡・対応のために元請負業者に提示することについて、記載者本人は
同意しています。

（注）７．年金保険欄には、年金保険の名称（厚生年金、国民年金）を記載。
　各年金の受給者である場合は、「受給者」と記載。

（注）１３．本名簿に発注者より求めた以外の事項を記載して提出する場合の個人情報保護目的のマスキング等は、受注者
（提出者）により行うものとすること。

（注）１２．記載事項の一部について、別紙を用いて記載しても差し支えない。

（注）１１．建設工事に係る知識及び技術又は技能に関する資格（例：登録○○基幹技能者、○級○○施工管理技士）を有
する場合は、「免許」欄に記載。

（注）１０．安全衛生に関する教育の内容（例：雇入時教育、職長教育、建設用リフトの運転の業務に係る特別教育）につ
いては「雇入・職長特別教育」欄に記載。

（注）９．建設業退職金共済制度及び中小企業退職金共済制度への加入の有無については、それぞれの欄に「有」又は
「無」と記載。

現 作 女

主 職 安 能

習 就 １特

再

未



施工体制台帳等活用マニュアル 
 
 
１．はじめに 
 
（１）適切な施工体制の確保と現場確認の必要性 

適切な施工の確保は、公共工事の品質確保の前提となるものであり、

また、適切な施工を行おうとしない不良・不適格業者を放置することは、

適正な競争を妨げ、コスト縮減等の支障となるとともに、技術力・経営

力を向上させようとする優良な建設業者の意欲を削ぎ、ひいては建設業

の健全な発展を阻害するものである。 
このため、各発注者及び許可行政庁においては、許可・入札・契約手

続時における厳重なチェックや発注者支援データベースの活用等に努め

る一方で、実際の施工現場に、適切な体制を組んだ上で、施工体制等の

確認に入り、建設業者の技術者配置状況や下請業者使用状況等を具体的

にチェックし、適切な是正措置を講ずることが、必要であると考えられ

る。 
しかしながら、「入札契約適正化法及び適正化指針の措置状況調査結果

について」（平成２５年９月１０日国土交通省、総務省、財務省公表。以

下、「入札契約適正化措置状況調査」という。）によると、市区町村にお

いて施工体制台帳の写しを提出させている割合が約９割に留まっている

という状況にあること、また、特定建設業者を対象に行った調査結果に

よると、公共工事において施工体制台帳に必要書類を全て添付している

割合が約６割に留まっているという状況にあること等から、今後施工体

制の確認のさらなる徹底を図る必要がある。 
 
（２）現場施工体制の適正化のための現行制度 

施工体制の確認のため、従来から建設業法（昭和２４年法律第１００

号）においては、下請契約の請負代金の合計が３，０００万円以上（建

築一式工事の場合は４，５００万円以上）となる工事について、特定建

設業者が下請負人の名称や工事内容その他国土交通省令で定める事項を

記載した施工体制台帳を作成し工事現場に備え置くこと、また、各下請

負人の施工の分担関係を表示した施工体系図を作成し工事現場の見やす

い場所に掲げることが義務付けられている。 
さらに、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」（平

成１２年法律第１２７号。以下「入札契約適正化法」という。）において
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は、公共工事については、工事現場における適正な施工体制の確保のた

め、発注者から直接請け負った公共工事を施工するために下請契約を締

結した建設業者が下請金額にかかわらず施工体制台帳を作成すること、

公共工事の受注者が施工体制台帳の写しを発注者へ提出すること、また、

施工体系図を工事関係者が見やすい場所及び公衆が見やすい場所に掲げ

ることが義務付けられている。一方、公共工事の発注者に対しても、施

工体制台帳を活用した点検その他の必要な措置を講じることが義務付け

られている。 

公共工事において適切な施工体制を確保するため、各発注者及び許可

行政庁においては、上記制度にしたがって施工体制台帳や施工体系図を

適切に活用することにより現場の施工体制を確認する必要がある。 

 

【施工体制台帳や施工体系図の作成等を行う際の指針については「施

工体制台帳の作成等について」（平成２６年１２月２５日付国土建第  

１９８～２０２号）参照】 
 
 
２．現場施工体制等の適正化のために確認すべき事項 
 
（１）現場施工体制等の確認に当たってのチェックポイント 

「公共工事の入札及び契約の適正化を図るための措置に関する指針」

（平成１３年３月９日閣議決定、平成２６年９月３０日一部変更）にお

いては、発注者は、現場の施工体制の把握を徹底するため要領の策定等

により統一的な監督の実施に努めるものとされている。 
しかしながら、入札契約適正化措置状況調査によれば、市区町村にお

いて要領を策定していない割合が７割以上に及ぶ状況にあること等から、

例えば、別添１のチェックポイントを参考にして、各発注者が有する契

約規定等によって義務付けられる項目等を新たに加えるなど、必要に応

じその充実を図った上で施工体制台帳等のチェックリストを作成し、現

場での確認作業の効率化を図ることが適当である。また、実際の確認作

業に当たっては、別添２の活用事例も参考として、効果的な現場確認を

行う必要がある。 
なお、平成１３年３月３０日の建設業法施行規則の改正により、同年

１０月１日以降に契約された公共工事については、施工体制台帳の添付

書類である下請契約書について２次以下の下請金額についても記載する

ことが義務付けられ、また、平成２４年５月１日の建設業法施行規則の

改正により、同年１１月１日以降に特定建設業者が発注者と締結した請
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負契約に係る建設工事について、施工体制台帳等の記載事項に健康保険

等の加入状況が追加されることとなり、これらの情報の活用により適正

な施工の確保、一括下請負等不正行為の排除、不良・不適格業者の排除

の徹底を図ることが望ましい。 
 
（２）特に重点的に確認すべきポイント 

現場施工体制の適正化を確保するための基本的事項として、特に、次

の２点について、重点的に確認を行う必要がある。特に、下請会社が元

請会社の子会社であるなど、特殊な関係にある場合には、徹底した確認

を行うこととする。 
また、必要に応じて監督業務の一部を外部機関に委託するなどの措置

を行うことにより、発注者の監督体制を強化することが望ましい。 
① 技術者の現場専任制の徹底 

専任を要する主任技術者及び監理技術者に対して、工事現場への抜

き打ちの点検を行うなどして現場専任制の確認を徹底する。また、監

理技術者資格者証の提示を求め、その者があらかじめ通知された配置

予定監理技術者と同一人であることを確認するとともに、資格者証が

偽造されたものではないことのほか、請負業者との直接的かつ恒常的

な雇用関係を確認する。なお、恒常的な雇用関係の考え方については、

「監理技術者制度運用マニュアルについて」（平成１６年３月１日付

国総建第３１５号）において、公共工事において発注者から直接請け

負う建設業者の専任の監理技術者等については、所属建設業者から入

札の申込のあった日以前に３ヶ月以上の雇用関係にあることが必要

であるとされていることにも留意すること。 
 

② 一括下請負に関する点検の強化 
現場の施工体制が施工体制台帳（契約書等の添付書類を含む）や施

工体系図に記載された内容と相違ないか確認する。 
また、下請業者が元請業者と同業種であって元請業者以上の規模を

有する会社である場合（下請業者がそのような同業種会社の子会社で

ある場合を含む）など十分な点検が必要な場合には、建設業者が請負

った工事の内容や難易度が当該業者の経営規模や技術力に対して適

当であるかをチェックの上、①により技術者の現場専任制を確認する

とともに、技術者への聞き取り等により当該工事に対する実質的な関

与について確認する。 
 

【一括下請負に該当するか否かの判断基準等については、「一括下請
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負の禁止について」（平成１３年３月３０日付国総建第８２号）参照】 
 
 
３．施工体制等の確認に当たっての留意事項 
 
（１）現場確認の体制 

現場施工体制等の確認においては、技術者配置状況、下請業者使用状

況等確認範囲が広範に及ぶとともに、その確認結果についても許可、工

事成績評定等に適切に反映させる必要がある。このため、確認の実施に

当たっては、通常の監督・検査手続きにとどまらず、関係部局の緊密な

連携のもと、効果的かつ効率的な確認体制を組むことが望ましい。 
 
（２）許可行政庁間の相互連携 

現場施工体制等の確認の結果、建設業法等に違反しているおそれのあ

る建設業者が、自らの許可にかからないものである場合には、当該建設

業者に対し自ら是正を求める一方で、当該建設業者の許可行政庁に連絡

し、連絡を受けた許可行政庁においても、当該建設業者に対し必要な報

告聴取等を実施した上で、厳正に対処するなど、許可行政庁が相互に連

携して、不良・不適格業者の排除に努めていくことが望ましい。 
 
（３）入札契約適正化法に基づく発注者と許可行政庁の連携 

入札契約適正化法の規定に基づき、公共工事の発注者は、一括下請負

等不正行為があると疑うに足りる事実があるときは、許可行政庁に通知

しなければならないとされている。許可行政庁においては、発注者から

通知を受けた事案等に対して工事現場への立入検査等を行い、不良・不

適格業者の排除のより一層の推進を図ることが望ましい。 
国土交通省においては、平成１９年度から地方整備局等に「建設業法

令遵守推進本部」を設置し、大臣許可業者を対象とした工事現場への立

入検査等に鋭意取り組んでいるところであり、都道府県や市町村等から

の通知に対しても積極的に対応していくこととしている。 
 
（４）建設業法違反等への対処 

現場施工体制等の確認の結果、建設業法等への違反が認められた場合

には、早急に是正措置を講ずるとともに、当該違反が悪質である場合は、

建設業法に基づく監督処分を行う等により厳格な措置を講ずることとす

る。さらに、各発注者の成績評定等に適切に反映するなど、不良・不適

格業者の排除に向けた万全の対策をとることが望ましい。 

31-4
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（５）第三者による施工体制の確認 

入札契約適正化法において施工体系図を公衆が見やすい場所にも掲示

することとした趣旨は、公共工事が適正な施工体制の下に行われている

ことを担保するために、第三者でも現場の施工体制を簡明に確認できる

ようにするためのものであるため、この趣旨を踏まえて、適切な掲示の

確認を徹底することとする。なお、施工体制台帳についても、掲示を行

うものではないものの、第三者に対しこれを開示することは上記の趣旨

に合致するものであるので、公開することによって請負人の競争上の地

位を害するおそれのある下請金額等を除き、開示の請求等に応じ、これ

を開示することが望ましい。 
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１．施工体制台帳の写しのチェックポイント（事前確認） 
チェックポイント 結果 備考 
（１）施工体制台帳に必要事項が書き込まれているか（建設業法施行規則第１４条の２）。   

項目 結果 備考 
・作成建設業者が許可を受けた建設業の種類   
・建設工事の名称、内容及び工期   
・健康保険等の加入状況   
・発注者と請負契約を締結した年月日、当該発注者の商号、名称又は氏名及び住所並びに当該請負契約を締結した

営業所の名称及び所在地 
  

・発注者が監督員を置くときは、当該監督員の氏名及び権限、当該監督員の行為についての作成建設業者の発注者

に対する意見の申出方法（またはその内容が記載された作成建設業者への通知書の写し） 
  

・主任技術者又は監理技術者の氏名、その者が有する主任技術者資格又は監理技術者資格及びその者が専任の主任

技術者又は監理技術者であるか否かの別 
 配置予定技術者と同一人物であるか確認。 

・作成建設業者が現場代理人を置くときは、当該現場代理人の氏名及び権限、当該現場代理人の行為についての発

注者の作成建設業者に対する意見の申出方法（またはその内容が記載された発注者への通知書の写し） 
  

・主任技術者又は監理技術者以外に施工の技術上の管理をつかさどる者を置くときは、その者の氏名、管理をつか

さどる工事内容及びその者が有する主任技術者資格 
  

・外国人技能実習生及び外国人建設就労者の従事の状況   
・下請負人の商号又は名称及び住所、許可番号及び請け負った建設工事に係る許可を受けた建設業の種類、健康保

険等の加入状況 
  

・全ての下請負人の請け負った工事名称、内容及び工期   
・全ての下請負人が注文者と下請契約を締結した年月日   
・作成建設業者が監督員を置くときは、当該監督員の氏名及び権限、当該監督員の行為についての下請負人の作成

建設業者に対する意見の申出方法（またはその内容を記載した下請負人に対する通知書の写し） 
  

・下請負人が現場代理人を置くときは、当該現場代理人の氏名及び権限、当該現場代理人の行為について作成建設

業者の下請負人に対する意見の申出方法（またはその内容を記載した作成建設業者への通知書の写し） 
  

・下請負人が置く主任技術者の氏名、その者の有する主任技術者資格及びその者が専任か否かの別   
・下請負人が、主任技術者以外に施工の技術上の管理をつかさどる者を置く場合は、当該者の氏名、その者がつか

さどる工事の内容及びその者が有する主任技術者資格 
  

・1 次下請負契約を締結した作成建設業者の営業所の名称及び所在地   
・下請負人における外国人技能実習生及び外国人建設就労者の従事の状況   

（別添１） 
施工体制台帳等のチェックリスト 
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チェックポイント 結果 備考 
（２）施工体制台帳の添付書類は揃っているか（建設業法施行規則第１４条の２第２項）   

項目 結果 備考 
①2 次以下の下請負人を含め、全ての請負契約書の写し（公共工事については２次下請以下も含めた全ての下請業

者について請負金額を明記しなければならない。） 
 必ず、書面であること。 

 ・下請契約書に法第 19 条にある全ての事項が含まれているか   
①工事内容、②請負代金の額、③工事着手の時期及び工事完成の時期   

④請負代金の全部又は一部の前金払又は出来形部分に対する支払の定めをするときはその支払の時期及

び方法 
 支払はできる限り現金払い。少なくとも労務費

相当分は現金払。 

手形期間は、120 日以内で、できる限り短い期間。 

⑤当事者の一方から設計変更又は工事着手の延期若しくは工事の全部若しくは一部の中止の申出があっ

た場合における工期の変更、請負代金の額の変更又は損害の負担及びそれらの額の算定方法に関する

定め 

  

⑥天災その他不可抗力による工期の変更又は損害の負担及びその額の算定方法に関する定め   

⑦価格等の変動若しくは変更に基づく請負代金の額又は工事内容の変更   

⑧工事の施工により第三者が損害を受けた場合における賠償金の負担に関する定め   

⑨注文者が工事に使用する資材を提供し、又は建設機械その他の機械を貸与するときは、その内容及び

方法に関する定め 
  

⑩注文者が工事の全部又は一部の完成を確認するための検査の時期及び方法並びに引渡しの時期  完成通知を受けてから、検査完了まで20日以内。 

引渡しの申し出があった場合はただちに引渡し

を受ける。 

⑪工事完成後における請負代金の支払いの時期及び方法  元請が支払を受けてから下請負人に支払うまで

１月以内。特定建設業者は、引渡しの申し出が

あってから、代金の支払まで 50 日以内。手形期

間は、120 日以内で、できる限り短い期間。 

⑫各当事者の履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金   

⑬契約に関する紛争の解決方法   

②全ての再下請通知書   
 ・再下請通知書の必要事項が書き込まれているか。  （施行規則第１４条の４） 

①下請負人の商号、名称、住所、許可番号   
②下請負人が注文者と締結した工事の名称、請負契約を締結した年月日、注文者の商号、名称   
③再下請負人の商号、名称、住所、許可番号及び請け負った建設工事に係る許可を受けた建設業の種類、   
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健康保険等の加入状況 
④下請負人が再下請負人と締結した請負契約について  請負契約書の写しの添付。 
 ・工事の名称、内容、工期   
 ・請負契約を締結した年月日   
 ・下請負人が監督員を置く場合は、その者の氏名、権限、当該監督員の行為についての再下請負人の

下請負人に対する意見の申出方法（またはその内容が記載された再下請負人への通知書の写し） 
  

 ・再下請負人が現場代理人を置く場合は、その者の氏名、権限、当該現場代理人の行為についての下

請負人の再下請負人に対する意見の申出方法（またはその内容が記載された下請負人への通知書の

写し） 

  

 ・再下請負人の置く主任技術者の氏名、その者が有する主任技術者資格及びその者が専任か否かの別   
 ・再下請負人が主任技術者に加えて専門技術者を置く場合は、その者の氏名、その者が管理をつかさ

どる建設工事の内容、その者が有する主任技術者資格 
  

 ・再下請負人における外国人技能実習生及び外国人建設就労者の従事の状況   
③主任技術者又は監理技術者が主任技術者資格又は監理技術者資格を有することの証明書の写し（専任の監理技術

者については監理技術者資格者証の写しに限る。） 
  

④主任技術者又は監理技術者が直接的かつ恒常的な雇用関係にあることを証明するものの写し（健康保険被保険者

証又は住民税特別徴収税額通知書の写し） 
 （別紙１）「技術者の直接的かつ恒常的な雇用

関係についての確認方法」を参照 
⑤主任技術者又は監理技術者以外に施工の技術上の管理をつかさどる者を置くときは、その者が主任技術者資格を

有することを証する書面及び直接的かつ恒常的な雇用関係にあることを証するものの写し。 
  

チェックポイント 結果 備考 
（３）元請の施工範囲等を確認（直営施工部分があるか、主たる部分を請け負わせていないか等。）  契約書等から直営施工範囲を確認。直営部分の内

容と比し、受注金額から一次下請金額の合計を引

いた金額が妥当であるか確認。 
（４）上請け、横請けの可能性の確認  下請に地元以外の建設業者（元請が地元の場合）

又は、元請負人よりも資本金の多い下請負人がい

ないか。同規模同業者が下請にいないか。 
（５）ＪＶ工事の場合、共同企業体の運営関係書類の作成状況の確認  代表者、出資比率、責任範囲等の確認。 
（６）下請負人の中に無許可業者がいる場合に５００万円以上（建築一式工事にあっては１，５００万円以上）の下請を

させていないかどうか確認。 
 契約書により当該施工範囲を確認し、適切かどう

か判断。 
無許可業者か否か不明な場合は許可部局に照会

する。 
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２．現場での標識等の確認 
チェックポイント 結果 備考 
（１）施工体系図を作成し、工事関係者が見やすい場所及び公衆が見やすい場所に掲示しているか（建設業法第２４条の

７第４項、入札契約適正化法第１５条第１項）。 
 公衆が見やすい場所とは、工事現場の道路に

面した場所など 
（２）下請負人が再下請を行う場合に再下請通知書を元請負人に提出すべき旨の掲示を行っているか（建設業法施行規則

第１４条の３）。 
 掲示文の例は以下参照。 

再下請負通知書を元請負人に提出すべき旨掲示する書面の文案 
 

下請負人となった皆様へ 

今回、下請負人として貴社に施工を分担していただく建設工事については、建設業法(昭和２４年法律１００号)第２４条の７第１項の

規定により、施工体制台帳を作成しなければならないこととされています。 

この建設工事の下請負人(貴社)は、その請け負った建設工事を他の建設業を営む者(建設業の許可を受けていない者を含みます。) に

請け負わせたときは、 

① 建設業法第２４条の７第２項の規定により、遅滞なく、建設業法施行規則（昭和２４年建設省令第１４号）第１４条の４第１項に規

定する再下請負通知書を当社あてに次の場所まで提出しなければなりません。また、一度通知いただいた事項や書類に変更が生じたと

きも、変更の年月日を付記して遅滞なく同様の通知書を提出しなければなりません。 

② 貴社が他の者に工事を請け負わせた時は、その者に対してこの書面を複写し交付して、「さらに他の者に工事を請け負わせたときは、

作成建設業者に対する①の通知書の提出と、その者に対するこの書面の写しの交付が必要である」旨を伝えなければなりません。 

  作成建設業者の商号 ○○建設(株) 

  再下請負通知書の提出場所 工事現場内 

建設ステーション／△△営業所 
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（３）全ての建設業許可を持つ建設業者が、建設業許可に関する標識を掲示しているか確認  公衆の見易い場所に（建設業法第 40 条）①一般

又は特定建設業の別、②許可年月日、許可番号及

び許可を受けた建設業、③商号又は名称、④代表

者の氏名、⑤主任技術者又は監理技術者の氏名

（建設業法施行規則第 25 条）が記載された標識

かどうか確認。 
（４）建退共制度導入事業者であること及び証紙の配布状況の確認  「建設業退職金共済制度適用事業主工事現場標

識」の掲示があるか確認するとともに元請に対し

下請の加入状況を確認し、疑義が生じた場合に

は、現場従事者に対し共済手帳の提示を求めるか

又は各建設業者が現場に備え付けている共済証

紙受払簿（中小企業退職金共済法施行規則第 90
条）を提出させる。 

（５）労災保険に関する掲示の確認  労災保険に関する法令のうち、労働者に関係のあ

る規定の要旨、労災保険に係る保険関係成立の年

月日、労働保険番号の掲示若しくは備え付け状況

の確認。（労働者災害補償保険法施行規則第４９

条） 
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３．現場での施工体制台帳等の確認 
チェックポイント 結果 備考 
（１）施工体制台帳は現場に備え付けられているか（建設業法第２４条の７）。  公共工事については、施工体制台帳の写しについ

て発注者（監督員）への提出が義務づけられてい

る（入札契約適正化法第１5 条第 2 項）。 
（２）発注者（監督員）に提出した施工体制台帳の写しと比べ、不備、追加、変更を確認  不備がある場合は、速やかな是正を指導し、その

内容を確認すること。 
追加、変更についても、その内容を確認すること。 

・施工体制台帳に必要事項が書き込まれているか（建設業法施行規則第１４条の２第１項）。  
・施工体制台帳の添付書類は揃っているか（建設業法施行規則第１４条の２第２項）。  

（３）元請負人の直営部分の施工状況を確認。 
  ・事前確認において、上請け、横請けの可能性がある場合については、より詳細に確認 
  ・直営施工個所が存在しない場合には、施工の関与状況を特に確認 
 

 ・実際の直営施工個所を確認し、施工体制台帳、

契約書等と相違がないか確認。 
・はっきりしない場合は、現場代理人等に口頭で

聞き取りにより確認。 
・実際の直営施工個所の内容と比し、受注金額か

ら一次下請金額の合計を引いた金額が、不自然

に高くないか確認。 
（４）下請負人が工事の一部を再下請に出している場合、下請負人の直営部分の施工状況を確認。  契約書等と実際の直営施工範囲が等しいか確認

し、直営部分がない場合は、施工の関与状況を特

に確認 
（５）下請負人の中に無許可業者がいる場合に５００万円以上（建築一式工事にあっては１，５００万円以上）の下請を

させていないかどうか確認。 
 契約書により当該施工範囲を確認。 

→疑義が生じた場合は、元請又は下請業者に確

認。 
無許可業者か否か不明な場合は許可部局に照会

する。 
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４．現場での監理技術者等の配置状況の確認 
チェックポイント 結果 備考 
（１）主任技術者又は監理技術者に関し、以下の事項について確認（その際、監理技術者に対しては監理技術者資格者証

の提示を求める。） 
 公共性のある重要な工事で建設業法施行令第２

７条で定めるもののうち、国や地方公共団体等が

発注するものについては、元請負人の監理技術者

は、専任かつ監理技術者資格者証を有していなけ

ればならない（建設業法第２６条第３項、第４

項）。また、発注者から請求があったときは資格

者証を提示しなければならない（建設業法第２６

条第５項）。 
① 当該主任技術者又は監理技術者の現場専任制の確認  日報等で専任制の確認を行う。 

→疑義がある、あるいは現在現場に常駐していな

い場合には、所在を確認して直ちに呼び出し。 
 ② 当該主任技術者又は監理技術者が、施工体制台帳等に記載された主任技術者又は監理技術者と同一人物であること

の確認 
  

③ 当該主任技術者又は監理技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の確認 
 

 （別紙１）「技術者の直接的かつ恒常的な雇用関

係についての確認方法」を参照 
④ 当該主任技術者又は監理技術者の能力及び実質的な関与の状況の確認  建設工事の施工計画の作成、工程管理、品質管理

その他技術上の監理及び当該建設工事の施工に

従事する者の技術上の指導監督を誠実に行って

いるかどうか口頭試問等により確認。 
実質的な関与については、（別紙２）「技術者の

実質的関与についての確認方法」を参照 
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５．現場での下請業者の使用状況の確認 
チェックポイント 結果 備考 
（１）施工体制台帳、下請負通知書、施工体系図に記載のない下請業者が作業していないかどうか確認  ヘルメット等の外観、口頭聞き取り等により確認

する。 
（２）下請業者の施工状況･内容及び下請金額が下請負契約書に同じかどうか確認  下請業者に聞き取りを行う（平成１３年１０月１

日以降に契約された公共工事については、２次以

下も含めて全ての下請業者について請負額が記

載された契約書の写しを添付することが義務付

けられている。） 
（３）主任技術者の現場専任制の確認  建設業者は、請け負った全ての工事現場におい

て、建設工事の施工の技術上の管理をつかさどる

ものを置かなければならず（建設業法第２６条）、

公共性のある工作物に関する重要な工事で建設

業法施行令第２７条で定めるものについては専

任でなければならない。 
  ①  当該主任技術者の現場専任制の確認  施工体制台帳の工期、実施工程表と比較して、専

任の必要な時期にあるか確認、専任が必要な場合

は、日報等により確認。 
→疑義がある、あるいは現在現場に常駐していな

い場合には所在を確認して直ちに呼び出し。 
※ただし、同一の場所又は近接した場所におけ

る、密接な関連のある 2 以上の工事の兼任は可

能。 
  ② 当該主任技術者が、施工体制台帳等に記載された主任技術者と同一人物であることの確認   
  ③ 当該主任技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の確認  （別紙１）「技術者の直接的かつ恒常的な雇用関

係についての確認方法」を参照 
  ④ 当該主任技術者の能力及び実質的な関与の状況の確認  主任技術者である資格又は実務経験の確認を行

うとともに、監理技術者の場合に準じ、口頭試問

等により確認。 
実質的な関与については、（別紙２）「技術者の

実質的関与についての確認方法」を参照 
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（別紙１）技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係についての確認方法 
チェックポイント 結果 備考 
（１）直接的な雇用関係にあることの確認 

監理技術者：以下のいずれかにより確認 
①監理技術者資格者証の所属建設業者の商号又は名称、又は変更履歴（裏書） 
②健康保険被保険者証の所属建設業者の商号又は名称 
③住民税特別徴収税額通知書の所属建設業者の商号又は名称 
 

主任技術者：以下のいずれかにより確認 
①健康保険被保険者証の所属建設業者の商号又は名称 
②住民税特別徴収税額通知書の所属建設業者の商号又は名称 

 

 「直接的な雇用関係」とは、「技術者と企業の間に、第三者の

介入する余地のない雇用に関する一定の権利義務関係（賃金、労

働時間、雇用、権利構成等）が存在すること」をいい、以下の要

件を満たす場合と解す。 
 

健康保険被保険者証や市町村が作成する住民税特別徴収税額

通知書によって、所属建設業者との雇用関係が確認できることが

必要（在籍出向者、派遣社員は認められない）。 

（２）恒常的な雇用関係にあることの確認 
    監理技術者：以下のいずれかにより確認 

①監理技術者資格者証の交付年月日、又は変更履歴（裏書） 
②健康保険被保険者証の交付年月日 

 
主任技術者：健康保険被保険者証の交付年月日により確認 

 

 「恒常的な雇用関係」とは、①「施工管理業務に従事する一定の

期間にわたり、当該企業に勤務し、日々一定時間以上職務に従事

することが担保されていること」、②「企業及び技術者が双方の

持つ技術力を熟知し、企業が責任を持って技術者を工事現場に設

置できるとともに、技術者が十分かつ円滑に企業の持つ技術力を

活用できること」をいい、特に国、地方公共団体等（注１）が発

注する公共工事における専任の監理技術者又は主任技術者につ

いては、以下の要件を満たす場合と解す。 
所属建設業者から入札の申込のあった日（指名競争に付す場合で

あって入札の申込を伴わないものにあっては入札の執行日、随意

契約による場合にあっては見積書の提出のあった日。）以前に３

ヶ月以上の雇用関係にあること。ただし、合併、営業譲渡又は会

社分割による所属企業の変更（注２）があった場合、緊急の必要

その他やむを得ない事情がある場合については、３ヶ月に満たな

い場合であっても恒常的な雇用関係にあるものとみなす。 
 
注１：建設業法第２６条第４項に規定する国、地方公共団体その

他政令で定める法人 
注２：合併、営業譲渡及び会社分割については、その契約書及び

登記簿の謄本等により確認するものとする。 
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（別紙２）技術者の実質的関与についての確認方法 
チェックポイント 結果 備考 
（１）発注者との協議において主体的な役割を果たしていることの確認  打合せ時の受け答えから判断。 
（２）住民への説明において主体的な役割を果たしていることの確認  日報や住民からの苦情内容を確認。必要に応じて技術者に聞き取

り。 
（３）官公庁等への届出等において主体的な役割を果たしていることの確認  申請書等の内容をもとに技術者に聞き取り。 
（４）近隣工事との調整において主体的な役割を果たしていることの確認  近隣工事との調整状況を技術者に聞き取り。 
（５）施工計画の作成において主体的な役割を果たしていることの確認  施工計画書の確認。施工計画の打合せ時における技術者の受け答

えから判断。 
（６）工程管理において主体的な役割を果たしていることの確認  施工計画と実際の工程を比較。工程の変更を余儀なくされたとき

の対応から判断。 
（７）出来形・品質管理において主体的な役割を果たしていることの確認  出来形報告書類や品質管理書類をもとに技術者に聞き取り。 
（８）完成検査において主体的な役割を果たしていることの確認  下請工事の検査状況について技術者に聞き取り。 
（９）安全管理において主体的な役割を果たしていることの確認  安全パトロールの実施状況等を確認。 
（10）下請業者との施工調整・指導監督において主体的な役割を果たしていることの確認  下請業者からの聞き取り。 
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 （参考） 現場施工確認等実施フロー図 

契約手続き        施工体制台帳                 発注者及び許可行政庁 

入札 

契約 
 工事内容、施工体制の内容について 

請負業者と打合せ 

   

工事の着手        現場に備え置く （発注者（監督員）への写しの提出） 

・ 内容のチェック（事前確認） 

 

・不備・変更について確認 

（不備・変更内容について報告を求

める。） 

 

※現場確認                               ・現場での施工体制等をチェック 

 

施工体制に変更が生じた場合は、

速やかに施工体制台帳の変更。 
 
→発注者（監督員）へ報告 
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社会保険の加入に関する下請指導ガイドライン 

第１ 趣旨 
建設産業においては、健康保険、厚生年金保険及び雇用保険（以下「社会保険」とい

う。）について、法定福利費を適正に負担しない企業（すなわち保険未加入企業）が存在

し、技能労働者の医療、年金など、いざというときの公的保障が確保されず、若年入職者

減少の一因となっているほか、関係法令を遵守して適正に法定福利費を負担する事業者ほ

ど競争上不利になるという矛盾した状況が生じている。 
国土交通省においては、これまで行政機関や元請・下請建設業者団体、発注者団体等を

構成員とする「建設キャリアアップシステム処遇改善推進協議会」（平成２４年５月設置・

令和３年１２月改組）等において、関係者が一体となって社会保険の加入対策を進めてき

たところである。具体的には、平成２４年度から、建設業許可・更新時等における確認・

指導や未加入企業に対する経営事項審査における減点幅拡大、国土交通省直轄工事におけ

る下請企業も含めた未加入企業の排除、法定福利費を内訳明示した見積書・請負代金内訳

書の活用等の取組を進めてきたところである。また、平成２９年度以降については、元請

企業に対し、社会保険に未加入である建設企業を下請企業として選定しないよう要請する

とともに、適切な保険に加入していることを確認できない作業員について、特段の理由が

ない限り現場入場を認めない取扱いを求めるなど、対策の履行強化を図ってきたところで

ある。 
この結果、企業別、労働者別の社会保険の加入率については他産業と遜色がない水準ま

で上昇しているほか、法定福利費の受取状況についても改善傾向が認められるなど、一定

の効果を上げている。 
さらに、令和元年度の建設業法等の一部改正において建設業許可基準の見直しが行わ

れ、令和２年１０月から、建設業者の社会保険の加入が建設業許可・更新の要件とされる

など、企業単位での社会保険の加入確認の厳格化が講じられたところである。 
また、同改正により、施工体制台帳に社会保険の加入状況等を記載することが必要とな

り、実質的に作業員名簿の作成が義務化されたことから、技能者単位における社会保険の

加入確認の厳格化についても措置を講ずることが求められる。これについて、建設キャリ

アアップシステムの活用を図るなど、技能者の現場単位での社会保険の加入徹底に向けた

取組を推進することとする。建設キャリアアップシステムの活用を図るには、技能者の能

力と就業履歴が蓄積できるキャリアアップカードの登録を推奨することや、建設現場にカ

ードリーダーを積極的に設置することなどの取組が期待される。なお、カードリーダーの

設置については、顔認証など別の就業履歴蓄積の手段が確保されている場合はこの限りで

ない。 
一方で、社会保険加入対策や労働関係法令規制の強化に伴い、法定福利費等の労働関係

諸経費の削減を意図して、技能者の個人事業主化（いわゆる一人親方化（従業員を雇って

いない個人事業主。以下、同じ。））が進んでいるとの実態をうけ、令和２年度に建設業の

一人親方問題に関する検討会中間取りまとめを公表し、建設業界として取り組むべき道筋
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を打ち出したところである。この中で、建設業界として目指す一人親方の基本的な姿と

は、請け負った工事に対し自らの技能と責任で完成させることができる現場作業に従事す

る個人事業主であるとした。その技能とは、相当程度の年数を上回る実務経験を有し、多

種の立場を経験していることや、専門工事の技術のほか安全衛生等の様々な知識を習得

し、職長クラス（建設キャリアアップシステムレベル３相当）の能力があること等が望ま

れ、また、責任とは、建設業法や社会保険関係法令、事業所得の納税等の各種法令を遵守

すること、適正な工期及び請負金額での契約を締結していることや、請け負った工事の完

遂がされること、他社からの信頼や経営力があること等が望まれる。 
また、令和６年４月１日以降、建設業においては労働基準法の時間外労働の上限に関す

る規制が適用されることからも、請負人として扱うべき者であるかについてより適切な判

断が必要となっている。 
上記取組の方向性を踏まえ、本ガイドラインは、建設業における社会保険の加入につい

て、元請企業及び下請企業がそれぞれ負うべき役割と責任を明確にしたものであり、建設

企業の取組の指針となるべきものである。 
 
第２ 元請企業の役割と責任 
（１）総論 
元請企業は、請け負った工事の全般について、下請企業よりも広い責任や権限を持ってい

る。この責任・権限に基づき元請企業が発注者との間で行う請負価格、工期の決定などは、

下請企業の経営の健全化にも大きな影響をもたらすものであることから、下請企業の企業体

質の改善について、元請企業も相応の役割を分担することが求められる。 
このような観点から、元請企業はその請け負った建設工事におけるすべての下請企業に対

して、適正な契約の締結、適正な施工体制の確立、雇用・労働条件の改善、福祉の充実等に

ついて指導・助言その他の援助を行うことが期待される。 
とりわけ社会保険については、関係者を挙げて未加入問題への対策を進め、社会保険加入

を徹底することにより、技能労働者の雇用環境の改善や不良不適格業者の排除に取り組むこ

とが求められており、元請企業においても下請企業に対する指導等の取組を講じる必要があ

る。 
建設労働者の雇用の改善等に関する法律（昭和５１年法律第３３号）においても、元方事

業主は関係請負人に対して雇用保険その他建設労働者の福利厚生に関する事項等の適正な

管理に関して助言、指導その他の援助を行うように努めることとされている（第８条第２項）。 
本ガイドラインによる下請指導の対象となる下請企業は、元請企業と直接の契約関係にあ

る者に限られず、元請企業が請け負った建設工事に従事するすべての下請企業であるが、元

請企業がそのすべてに対して自ら直接指導を行うことが求められるものではなく、直接の契

約関係にある下請企業に指示し、又は協力させ、元請企業はこれを統括するという方法も可

能である。もっとも、直接の契約関係にある下請企業に実施させたところ指導を怠った場合

や、直接の契約関係にある下請企業がその規模等にかんがみて明らかに実施困難であると認

められる場合には、元請企業が直接指導を行うことが必要である。 
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元請企業においては、支店や営業所を含めて、その役職員に対する本ガイドラインの周知

徹底に努めるものとする。 
 
（２）協力会社組織を通じた指導等 
元請企業による下請指導は、特定の建設工事の期間中、すなわち、元請・下請関係が継続

している間実施する必要があるが、元請企業の協力会社や災害防止協会等の協力会社組織に

所属する建設企業（以下「協力会社」という。）に対しては、長期的な観点から指導を行う

ことが望まれる。また、保険未加入対策を効果的なものとするためには、元請企業において

保険未加入の協力会社とは契約しないことや、保険未加入の建設労働者の現場入場を認めな

いことを具体的に予定しつつ、協力会社の指導に取り組んでいくことが求められる。 
このため、元請企業としては、様々な機会をとらえて協力会社の社会保険に対する意識を

高めることが重要であり、具体的には次の取組を行うべきである。 
ア 協力会社の社会保険加入状況について定期に把握を行うこと。 
イ 協力会社組織を通じた社会保険の周知啓発や加入勧奨を行うこと。 
ウ 適正に加入していない協力会社が判明した場合には、早期に加入手続を進めるよう指

導すること。実態が雇用労働者であるにもかかわらず社会保険の適用除外者である一人

親方として作業員名簿に記載するケースや、個々の工事で４人以下の適用除外者を記載

した作業員名簿を提出する個人事業主が実際には５人以上の常用労働者を雇用すると

判明するケースなど、不自然な取扱いが見られる協力会社についても、事実確認をした

上で適正に加入していないと判明した場合には、同様に指導を行うこと。 
エ 社会保険の未加入企業が二次や三次等の下請企業に多くみられる現状にかんがみ、協

力会社から再下請企業に対してもこれらの取組を行うよう指導すること。 
 
（３）下請企業選定時の確認・指導等 
 元請企業は、下請企業の選定に当たっては、法令上の義務があるにもかかわらず適切に

社会保険に加入しない建設企業は社会保険に関する法令を遵守しない不良不適格業者であ

るということ（公共工事の入札及び契約の適正化を図るための措置に関する指針参照）を

踏まえる必要がある。 
下請契約に先立って、選定の候補となる建設企業について社会保険の加入状況を確認

し、適用除外でないにもかかわらず未加入である場合には、早期に加入手続を進めるよう

指導を行うこと。選定する建設企業の社会保険を確認する場合は、登録時に社会保険の加

入証明書類の確認を行うなど情報の真正性が厳正に担保されている建設キャリアアップシ

ステムを活用して確認を行うこと。そのため、建設キャリアアップシステムに登録してい

る建設企業を選定することを推奨する。なお、その際には、建設キャリアアップシステム

の登録内容について常に最新の状態にするよう下請企業に促すこと。建設キャリアアップ

システムを使用せず、社会保険の加入確認を行う場合、元請企業は選定の候補となる建設

企業に保険料の領収済通知書等関係資料のコピーを提示させるほか、雇用保険について

は、厚生労働省の労働保険適用事業場検索サイト（http://chosyu-
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web.mhlw.go.jp/LIC_D）、厚生年金については、日本年金機構の厚生年金・健康保険適用

事業所検索システム（https://www.nenkin.go.jp/do/search_section/）において適用状況を

確認するなど、真正性の確保に向けた措置を講ずること。 
ついては、下請企業には、適切な保険に加入している建設企業選定すべきであり、健康

保険、厚生年金保険、雇用保険の全部又は一部について、適用除外でないにもかかわらず

未加入である建設企業は、下請企業として選定しないとの取扱いを徹底すべきである。 
 
（４）再下請負通知書を活用した確認・指導等 
施工体制台帳の作成及び備付け又は写しの提出が義務付けられる建設工事において、再下

請負がなされる場合には、発注者から直接建設工事を請け負った元請負人に対して下請負人

から再下請負通知書が提出される。建設業法施行規則（昭和２４年建設省令第１４号。以下

「規則」という。）第１４条の４の規定により、再下請負通知書に健康保険、厚生年金保険

及び雇用保険の加入状況に関する事項を記載することとされていることから、発注者から直

接建設工事を請け負った元請負人においては、再下請負通知書を活用して下請負人の社会保

険の加入状況を確認することが可能である。（別紙１） 
このため、建設業者たる元請企業は、再下請負通知書の「健康保険等の加入状況」欄によ

り下請企業が社会保険に加入していることを確認すること。この確認の結果、適用除外でな

いにもかかわらず未加入である下請企業があり、（３）の指導が行われていない場合には、

（３）と同様の指導を行うこと。 
施工体制台帳については、別紙２の作成例を参考とし、適正な施工体制を確保すること。 

 
（５）作業員名簿を活用した確認・指導 
令和元年度の建設業法等の一部改正により、規則第１４条の２において、建設工事に従事

する者の健康保険法（大正１１年法律第７０号）又は国民健康保険法（昭和３３年法律第１

９２号）による医療保険、国民年金法（昭和３４年法律第１４１号）又は厚生年金保険法（昭

和２９年法律第１１５号）による年金及び雇用保険法（昭和４９年法律第１１６号）による

雇用保険の加入等の状況（以下「保険加入状況」という。）を施工体制台帳に記載すること

とされている。 
これについて、中央建設業審議会・社会資本整備審議会産業分科会建設部会基本問題小委

員会中間とりまとめ（平成３０年６月２２日）において、「作業員名簿（別紙３）の添付を

制度化する場合には、建設キャリアアップシステムを活用した書類作成の効率化など、建設

企業の負担軽減にもあわせて取り組むべき」とされたことも踏まえ、企業にとって効率的に

加入確認が行えるよう、建設キャリアアップシステムの活用を図るなど、技能者の現場単位

での社会保険の加入徹底に向けた取組を推進することとする。 
作業員名簿を確認することで、建設工事の施工現場で就労する建設労働者について、保険

加入状況を把握することが可能である。これを受け、元請企業は、新規入場者の受け入れに

際して、各作業員（建設業に従事する者に限る。以下同じ。）について作業員名簿の社会保

険欄を確認すること。確認の結果、 
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・ 全部又は一部の保険について空欄となっている作業員 
・ 法人に所属する作業員で、健康保険欄に「国民健康保険」と記載され、又は（及び）

年金保険欄に「国民年金」と記載されている者 
・ 個人事業所で５人以上の作業員が記載された作業員名簿において、健康保険欄に「国

民健康保険」と記載され、又は（及び）年金保険欄に「国民年金」と記載されている

作業員 
がある場合には、作業員名簿を作成した下請企業に対し、作業員を適切な保険に加入させ

るよう指導すること。なお、法人や５人以上の常用労働者を雇用する個人事業所に所属する

作業員であっても、臨時に使用され１か月以内で日々雇用される者等は、健康保険や厚生年

金保険の適用除外となる。また、法人や常時５人以上の常用労働者を雇用する個人事業所で

あっても、健康保険法第３条第１項８号に基づき健康保険の適用除外の承認を受け「国民健

康保険組合」に加入し、厚生年金の適用を受けている者は、適切な社会保険に加入している

者とする。 
各作業員の保険加入状況の確認を行う際には、登録時に社会保険の加入証明書類等の確認

を行うなど情報の真正性が厳正に担保されている建設キャリアアップシステムの登録情報

を活用し、同システムの閲覧画面等において作業員名簿を確認して保険加入状況の確認を行

うことを原則とする。なお、この場合は証明書類の添付は不要である。ただし、建設キャリ

アアップシステムを使用せず、社会保険の加入確認を行う場合、元請企業は下請企業に対し、

健康保険証のコピー、標準報酬決定通知書等関係資料のコピーや雇用保険被保険者証のコピ

ー等（保険加入状況の確認に必要な事項以外を黒塗りしたもの）を提示させる（電子データ

による確認も含む）など、真正性の確保に向けた措置を講ずること。 
いずれにしても、元請企業においては現場管理の効率化、書類削減等の観点からも、保険

加入状況の確認には積極的に建設キャリアアップシステムの活用を図るべきである。 
上記の方法により保険加入状況が確認できない場合は、当該作業員は適切な保険に加入し

ていることを確認できないと判断されることから、元請企業は特段の理由がない限り現場入

場を認めないとの取扱いを徹底すべきである。 
なお、ここでいう「特段の理由」とは、 
・例えば伝統建築の修繕など、当該未加入の作業員が工事の施工に必要な特殊の技能を有

しており、その入場を認めなければ工事の施工が困難となる場合 
・当該作業員について社会保険への加入手続き中であるなど、今後確実に加入することが

見込まれる場合 
のような場合をいい、特段の理由により未加入の作業員の現場入場を認める場合について

は、災害時等の緊急対応時の工事であり円滑な施工に著しい支障が生じる懸念がある場合を

除き、上記のような場合に限定するべきである。 
また、仮に特段の理由により現場入場を認めた場合であっても、元請企業は作業員名簿を

作成した下請企業に対し、当該作業員を適切な保険に加入させるよう引き続き指導するとと

もに、必要に応じて当該加入指導の記録を保存し、再三の指導に応じない場合には下請企業

に対し、当該作業員について現場入場を認めないとの取扱いとすべきである。 
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作業員名簿に記載する被保険者番号等は個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第

５７号）第２条第１項に規定する個人情報に該当することから、適切に取り扱うことが必要

である。 
 
（６）施工体制台帳の作成を要しない工事における取扱い 
下請契約の総額が建設業法施行令（昭和３１年政令第２７３号）で定める金額を下回るこ

とにより施工体制台帳の作成等が義務付けられていない民間工事の場合であっても、建設工

事の適正な施工を確保する観点から、元請企業は規則第１４条の２から第１４条の７までの

規定に準拠した施工体制台帳の作成等が勧奨されているところである（「施工体制台帳の作

成等について」（平成７年６月２０日建設省経建発第１４７号）参照）。 
建設工事の施工に係る下請企業の社会保険の加入状況及び各作業員の保険加入状況につ

いても、元請企業は適宜の方法によって把握し、未加入である場合には指導を行うべきであ

る。 
 
（７）建設工事の施工現場等における周知啓発 
下請企業や建設労働者に対し、社会保険の加入に関する周知啓発を図るため、次の取組

を継続して行うべきである。 
ア 建設工事の施工現場において社会保険の加入に関するポスターの掲示、パンフレット

等の資料及び情報の提供、講習会の開催等の周知啓発を行うこと。 
イ （２）に記載したとおり、協力会社組織を通じた社会保険の周知啓発や加入勧奨を

行うこと。 
 
（８）法定福利費の適正な確保 
社会保険の保険料は、建設業者が義務的に負担しなければならない法定福利費であり、建

設業法（昭和２４年法律第１００号）第１９条の３に規定する「通常必要と認められる原価」

に含まれるものである。 
このため、元請負人及び下請負人は見積時から法定福利費を必要経費として適正に確保す

る必要がある。 
加えて、建設業法第２０条第１項において、建設業者は建設工事の請負契約を締結するに

際して、工事内容に応じて、工事の種別ごとの材料費、労務費その他の経費の内訳を明らか

にして建設工事の見積りを行うよう努めなければならないこととされている。このため、元

請負人は、専門工事業団体等が作成した標準見積書の活用等による法定福利費相当額を内訳

明示した見積書を提出するよう下請負人に働きかけるとともに、提出された見積書を尊重し

て下請負契約を締結しなければならない。 
具体的には、元請負人は、社会保険の保険料が建設業者が義務的に負担しなければならな

い経費であり、上記「通常必要と認められる原価」に含まれるものであることを踏まえ、下

請負人が自ら負担しなければならない法定福利費を適正に見積り、元請負人に提示できるよ

う、見積条件の提示の際、適正な法定福利費を内訳明示した見積書（特段の理由により、こ
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れを作成することが困難な場合にあっては、適正な法定福利費を含んだ見積書）を提出する

よう明示しなければならない。加えて、社会保険の加入に必要な法定福利費については、提

出された見積書を尊重し、各々の対等な立場における合意に基づいて請負金額に適切に反映

することも必要である。 
下請負人の見積書に法定福利費相当額が明示され又は含まれているにもかかわらず、元請

負人がこれを尊重せず、法定福利費相当額を一方的に削減したり、労務費そのものや請負金

額を構成する他の費用（材料費、労務費、その他経費など）で減額調整を行うなど、実質的

に法定福利費相当額を賄うことができない金額で建設工事の請負契約を締結し、その結果

「通常必要と認められる原価」に満たない金額となる場合には、当該元請下請間の取引依存

度等によっては、建設業法第１９条の３の不当に低い請負代金の禁止に違反するおそれがあ

るので、これを厳に慎むこと。 
 
（９）一人親方の実態の適切性の確認 
 建設工事の現場には、従業員を雇っていない個人事業主として、自身の経験や知識、技

能を活用し建設工事を請け負い報酬を得るいわゆる「一人親方」という作業員がいる。元

請企業は労災保険料の適切な算出や、令和６年４月１日以降に適用される時間外労働規制

の導入への対応に向けて、当該作業員が、工事を請け負う個人事業主として現場に入場す

るのか、実態が雇用契約を締結すべきと考えられる雇用労働者として現場に入場するのか

十分確認することが必要である。 
具体的には、一人親方として下請企業と請負契約を結んでいるために雇用保険に加入し

ていない作業員がいる場合、元請企業は下請企業に対し、一人親方との関係を記載した再

下請負通知書及び請負契約書の提出を求め、請負契約書の内容が適切かどうかを確認する

とともに、一人親方本人に対し、現場作業に従事する際の実態を確認すること。確認には

別紙４の働き方自己診断チェックリストを参考にすること。その結果、個人事業主として

の一人親方と考えられる場合には、元請企業は適切な施工体制台帳・施工体系図を作成す

ること。 
一方、社会保険加入対策や労働関係法令規制の強化に伴い、法定福利費等の労働関係諸

経費の削減を意図しての一人親方化が進むことは、技能者の処遇低下のみならず、法定福

利費を適切に支払っていない企業ほど競争上優位となることにより、公平・健全な競争環

境が阻害される。そこで、元請企業は、明らかに実態が雇用労働者でもあるにもかかわら

ず一人親方として仕事をさせている企業は、社会保険関係法令、労働関係法令や税法等の

各種法令を遵守していないおそれがあることに留意すること。実態が雇用労働者であるに

もかかわらず、一人親方として仕事をさせていることが疑われる例としては次のような場

合が考えられる。 
 ア 年齢が１０代の技能者で一人親方として扱われているもの 
イ 経験年数が３年未満の技能者で一人親方として扱われているもの 
ウ 働き方自己診断チェックリストで確認した結果、雇用労働者に当てはまる働き方を

しているもの 
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上記ア及びイについては未熟な技能者の処遇改善や技能向上の観点からひとまずは雇用関

係へ誘導していく方針とする。ア～ウに該当する場合、元請企業は当該建設企業に雇用契

約の締結、働き方に合った社会保険の加入及び法定福利費の確保を促すこと。その際に、

法定福利費等の追加見積り等がなされた場合、元請企業と下請企業で十分に協議を行う必

要がある。なお、再三の指導に応じず、改善が見られない場合は当該建設企業の現場入場

を認めない取扱いとすること。 
元請企業が直接、一人親方と請負契約を締結する場合、建設業法を遵守し取引の適正化

に努めること。そのため、見積書を事前に交わすことや請負契約書を書面で交付すること

を徹底すること。また、当該請負契約は、請負金額に雇い入れている同種の社員の賃金に

必要経費を加えた適切な報酬が支払われるよう努めるべきである。なお、一人親方との契

約の形式が請負契約であっても、実態が元請企業の指揮監督下において労務を提供し、労

務の提供として対価が支払われるものである場合、当該契約は建設工事の完成を目的とし

た請負契約には当たらないため、建設業法の適用を受けないことに留意すること。一人親

方と契約を締結する前に、働き方自己診断チェックリストで働き方を確認し、その結果、

労働者に当てはまる働き方になっていると認められる場合は雇用契約の締結・社会保険の

加入を行うこと。その際には、期間の定めのない雇用契約による正社員、工期に合わせた

期間の定めのある雇用契約による契約社員とすることもあり得るものであり、その実情に

応じて処遇が適切に図られるようにすること。 
事業主が労務関係諸経費の削減を意図して、これまで雇用関係にあった労働者を対象に

個人事業主として請負契約を結ぶことは、たとえ請負契約の形式であっても、当該個人事

業主が実態に照らして労働者に該当する場合、偽装請負として職業安定法（昭和２２年法

律第１４１号）等の労働関係法令に抵触するおそれがあることから、この観点からも働き

方自己診断チェックリストを活用して実態の確認を行うこと。 
他方、雇用契約を締結していないにもかかわらず、自社の労働者である社員とすること

も適正とは言えない。具体的には次のような例が考えられる。 
ア 請負契約を締結し、社会保険にも加入していないが、例えば会社のヘルメットやユ

ニホーム、名刺等を支給され、表向きは社員と呼ばれているもの 
イ 雇用契約を締結しておらず、社会保険も加入していないが、作業員名簿上は社員

（雇用）とされているもの 
上記ア及びイのような場合については、働き方の実態を働き方自己診断チェックリストで

確認した上で、実態に合った取扱いとすべきである。具体的には、実態が労働者に当ては

まるような働き方になっているのであれば、適切に雇用契約を締結し、労働関係法令、社

会保険関係法令等の各種法令を遵守すること。 
請負関係にある一人親方は、厚生年金と比べて国民年金の受給額が少なくなる可能性が

高いほか、病気や仕事が無くなったとき、失業給付や雇用調整助成金等の対象から外れ、

生活資金に影響があるなど生活保障の観点に加え、法定福利費を適正負担する企業間によ

る公平・健全な競争環境の整備という観点からも、実態が雇用労働者であれば早期に雇用

契約を締結し、適切な社会保険に加入させること。 
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なお、令和８年度以降、働き方自己診断チェックリストの活用による事務負担の軽減、

技能者の処遇改善及び技能向上の観点から、経験年数が一定未満（あるいは建設キャリア

アップシステムのレベルが一定未満）の技能者が一人親方として扱われている場合など、

「適正でない一人親方」の目安を策定することを目指す。そのため、働き方自己診断チェ

ックリストの活用のあり方等について、本ガイドラインの運用状況等を踏まえつつ更なる

検討を行い、令和５年度末に一定の道筋を示す。 
 
第３ 下請企業の役割と責任 
（１）総論 
社会保険に関する法令に基づいて従業員の社会保険への加入義務を負っているのは雇用

主である。そのため、社会保険加入を徹底するためには、建設労働者を雇用する者、特に

下請企業自らがその責任を果たすことが必要不可欠である。 
 

（２）雇用する労働者の適切な社会保険への加入と一人親方への対応 
下請企業はその雇用する労働者の社会保険加入手続を適切に行うこと。労働者である社

員と請負関係にある一人親方の二者を明確に区別した上で、労働者である社員については

社会保険加入手続を適切に行うことが必要である。 
また、施工体制台帳、再下請負通知書及び作業員名簿については、一人親方との関係を

正しく認識した上で記載する必要があるため、「第２元請企業の役割と責任（９）一人親方

の実態の適切性の確認」に則り、適切な対応を図ること。また、働き方自己診断チェック

リストの活用を機に、従来の慣行が適正なものかどうか見直しを行うこと。 
 
（３）元請企業が行う指導等への協力 
元請企業が行う指導に協力すること。この協力は、元請企業が行う指導の相手方として

指導に沿った対応をとることにとどまらず、元請企業の指導が建設工事の施工に携わるす

べての下請企業に行き渡るよう、元請企業による指導の足りないところを指摘、補完し、

もしくはこれを分担することや、再下請企業が雇用する各作業員の保険加入状況を確認

し、自社の雇用者も含めてその真正性の確保に向けた措置を講ずるよう努めること、それ

らの状況について元請企業に情報提供することなども含まれる。 
また、元請企業が、適切な保険に加入していることを確認できない作業員について現場

入場を認めない取扱いをする場合には、下請企業においてもこの措置に協力し、適切な保

険に加入していることを確認できない作業員を現場に入場させないようにすること。 
規則第１４条の４の規定の再下請通知書については、別紙１の作成例を参考とし、適正

な施工体制を確保すること。 
なお、作業員名簿に記載する被保険者番号等は個人情報の保護に関する法律第２条第１

項に規定する個人情報に該当することから、適切に取り扱うことが必要である。特に、作

業員名簿の元請企業への提出に当たっては、利用目的（保険加入状況を元請企業に確認さ

せること）を示した上で、あらかじめ作業員の同意を得ることが必要となることに留意す
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ること。 
（４）雇用する労働者に係る法定福利費の適正な確保 
建設労働者の社会保険への加入促進を図るためには、建設労働者を直接雇用する下請企

業が法定福利費を適切に確保する必要がある。また、建設業者は、建設業法第２０条第１

項において、建設工事の経費の内訳を明らかにして見積りを行うよう努めなければならな

いこととされている。このため、下請企業は自ら負担しなければならない法定福利費を適

正に見積り、標準見積書の活用等により法定福利費相当額を内訳明示した見積書を注文者

に提出し、雇用する建設労働者が社会保険に加入するために必要な法定福利費を確保する

こと。 
  

（５）再下請負に係る適正な法定福利費の確保 
下請企業が請け負った建設工事を他の建設業を営むものに再下請負させた場合には、当

該下請企業（以下この節では「元請負人」という。）は、第２（８）と同様に、再下請負人

の法定福利費を適正に確保する必要があり、標準見積書の活用等による法定福利費相当額

を内訳明示した見積書を提出するよう再下請負人に働きかけるとともに、提出された見積

書を尊重して再下請負契約を締結しなければならない。 
具体的には、元請負人は、社会保険の保険料は建設業者が義務的に負担しなければなら

ない経費であり、建設業法第１９条の３に規定する「通常必要と認められる原価」に含ま

れるものであることを踏まえ、再下請負人が自ら負担しなければならない法定福利費を適

正に見積るとともに提出する見積書に明示できるよう、見積条件の提示の際、適正な法定

福利費を内訳明示した見積書（特段の理由により、これを作成することが困難な場合にあ

っては、適正な法定福利費を含んだ見積書）を提出するよう明示しなければならない。そ

の際、社会保険の加入に必要な法定福利費については、提出された見積書を尊重し、各々

の対等な立場における合意に基づいて請負金額に適切に反映することも必要である。 
再下請負人の見積書に法定福利費相当額が明示され又は含まれているにもかかわらず、

元請負人がこれを尊重せず、法定福利費相当額を一方的に削減したり、労務費そのものや

請負金額を構成する他の費用（材料費、労務費、その他経費など）で減額調整を行うな

ど、実質的に法定福利費相当額を賄うことができない金額で建設工事の請負契約を締結

し、その結果「通常必要と認められる原価」に満たない金額となる場合には、当該元請下

請間の取引依存度等によっては、建設業法第１９条の３の不当に低い請負代金の禁止に違

反するおそれがあるので、これを厳に慎むこと。 
 

第４ 一人親方について 
（１）働き方自己診断チェックリストの活用 
 建設企業との契約の形式が請負契約であっても、実態が当該建設企業の指揮監督下にお

いて労務を提供し、労務の提供として対価が支払われるものである場合、当該契約は建設

工事の完成を目的とした請負契約に当たらないため、建設業法の適用を受けないことに留

意すること。働き方自己診断チェックリストで働き方を確認し、その結果に応じて、雇用
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契約の締結・社会保険の加入を行うよう当該建設企業に求めること。なお、当該建設企業

が雇用契約の締結や社会保険の加入等に必要な手続に応じない場合、関係行政機関等に相

談すること。 
 
（２）事業者としての立場の場合 
 一人親方が建設企業と請負契約を締結する際に、当該請負契約が建設工事の完成を目的

とした内容である場合、事業者として当該工事に責任を持って施工する必要があるため、

建設業法等を遵守し、取引の適正化、工事費には必要経費を適切に反映した請負代金の確

保に努めること。その際は、見積書を事前に交わすことや請負契約書を書面で交付するこ

とを徹底しなければならない。なお、現場作業の進め方等は一人親方に裁量があるが、元

方事業者には関係請負人に対して労働安全衛生法（昭和４７年法律第５７号）等に違反し

ないよう必要な指導を行う義務が課されているため、当該指導には従う必要があることに

留意すること。 
 
第５ 本ガイドラインは、平成２４年１１月１日から施行する。（平成２７年４月１日、平

成２８年７月２８日、令和２年１０月１日、令和４年４月１日一部改訂） 
このガイドラインは、今後、建設業における社会保険の加入状況や社会保険未加入対策

の取組状況及び成果、本ガイドラインに基づく取組状況等を踏まえて必要があると認める

ときは、速やかにガイドラインの見直しなど所要の措置を講ずるものとする。 
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別紙１ 再下請負通知書の作成例 
 

  

１．各保険の適用を受ける営業所について届出を行っている場合には「加入」、行っていない場合（適用を受ける営業所が複数あり、
そのうち一部について行っていない場合を含む）は「未加入」、従業員規模等により各保険の適用が除外される場合は「適用除外」

を○で囲む。 
 
２．請負契約に係る営業所の名称を記載。 

 
３．事業所整理記号及び事業所番号（健康保険組合にあっては組合名）を記載。一括適用の承認に係る営業所の場合は、本店の整理

記号及び事業所番号を記載。 

 
４．事業所整理記号及び事業所番号を記載。一括適用の承認に係る営業所の場合は、本店の整理記号及び事業所番号を記載。 
 

５．労働保険番号を記載。継続事業の一括の認可に係る営業所の場合は、本店の労働保険番号を記載。 
 
※２～５については、直近上位の注文者との請負契約に係る営業所以外の営業所で再下請負業者との請負契約を行う場合には欄を

追加。 
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１．各保険の適用を受ける営業所について届出を行っている場合には「加入」、行っていない場合（適用を受ける営業所が複数あり、
そのうち一部について行っていない場合を含む）は「未加入」、従業員規模等により各保険の適用が除外される場合は「適用除外」

を○で囲む。 
 
２．請負契約に係る営業所の名称を記載。 

 
３．事業所整理記号及び事業所番号（健康保険組合にあっては組合名）を記載。一括適用の承認に係る営業所の場合は、本店の整理

記号及び事業所番号を記載。 

 
４．事業所整理記号及び事業所番号を記載。一括適用の承認に係る営業所の場合は、本店の整理記号及び事業所番号を記載。 
 

５．労働保険番号を記載。継続事業の一括の認可に係る営業所の場合は、本店の労働保険番号を記載。 
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別紙２ 施工体制台帳の作成例

 

１．各保険の適用を受ける営業所について届出を行っている場合には「加入」、行っていない場合（適用を受ける営業所が複数あり、

そのうち一部について行っていない場合を含む）は「未加入」、従業員規模等により各保険の適用が除外される場合は「適用除外」
を○で囲む。 

 

２．元請契約に係る営業所の名称及び下請契約に係る営業所の名称をそれぞれ記載。 
 
３．事業所整理記号及び事業所番号（健康保険組合にあっては組合名）を記載。一括適用の承認に係る営業所の場合は、本店の整理

記号及び事業所番号を記載。 
 
４．事業所整理記号及び事業所番号を記載。一括適用の承認に係る営業所の場合は、本店の整理記号及び事業所番号を記載。 

 
５．労働保険番号を記載。継続事業の一括の認可に係る営業所の場合は、本店の労働保険番号を記載。 
 

※２～５については元請契約に係る営業所で下請契約を行う場合は下請契約の欄に「同上」と記載。 
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１．各保険の適用を受ける営業所について届出を行っている場合には「加入」、行っていない場合（適用を受ける営業所が複数あり、
そのうち一部について行っていない場合を含む）は「未加入」、従業員規模等により各保険の適用が除外される場合は「適用除外」

を○で囲む。 
 
２．請負契約に係る営業所の名称を記載。 

 
３．事業所整理記号及び事業所番号（健康保険組合にあっては組合名）を記載。一括適用の承認に係る営業所の場合は、本店の整理

記号及び事業所番号を記載。 

 
４．事業所整理記号及び事業所番号を記載。一括適用の承認に係る営業所の場合は、本店の整理記号及び事業所番号を記載。 
 

５．労働保険番号を記載。継続事業の一括の認可に係る営業所の場合は、本店の労働保険番号を記載。 
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別紙３ 作業員名簿の例 
 
○社会保険関係について別葉とする例 

提出日    年  月  日 
 

作 業 員 名 簿 
 
事業所の名称                  一次会社名             （ ）次会社名             
所長名                       
 
番

号 

ふりがな 社会保険 
氏  名 

健康保険１ 年金保険２ 雇用保険３ 
技能者 ID 

     
 
    

     
 
    

 
 
 
 
 
 
 
○既存の様式に社会保険関係を組み込む例 

 
 
 
 
 
 

元請確認欄  
 

１ 上段に健康保険の名称（健康保険組合、協会けんぽ、建設国保、国民健康保険等。※保険者番号及び被保険者等記号・番号は記
載しないこと）を記載。上記の保険に加入しておらず、後期高齢者である等により、国民健康保険の適用除外である場合には、上

段に「適用除外」と記載。 
２ 上段に年金保険の名称を記載（厚生年金、国民年金等。※基礎年金番号は記載しないこと）。各年金の受給者である場合は、左

欄に「受給者」と記載。 

３ 下段に被保険者番号の下４けたを記載。日雇労働被保険者の場合には上段に「日雇保険」と記載。事業主である等により雇用保
険の適用除外である場合には上段に「適用除外」と記載。 

１ 左欄に健康保険の名称（健康保険組合、協会けんぽ、建設国保、国民健康保険等。※保険者番号及び被保険者等記号・番号は記

載しないこと）を記載。上記の保険に加入しておらず、後期高齢者である等により、国民健康保険の適用除外である場合には、上
段に「適用除外」と記載。 

２ 左欄に年金保険の名称（厚生年金、国民年金等。※基礎年金番号は記載しないこと）を記載。各年金の受給者である場合は、左

欄に「受給者」と記載。 
３ 右欄に被保険者番号の下４けたを記載。日雇労働被保険者の場合には左欄に「日雇保険」と記載。事業主である等により雇用保

険の適用除外である場合には左欄に「適用除外」と記載。 

（  年 月 日 作 成 ） 

[退職金共済制度加入について 建退共・中退共・その他・無] [退職金共済制度加入について 建退共・中退共・その他・無] 
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別紙４ 働き方自己診断チェックリスト 
記 入 日1：   年  月  日 
チ ェ ッ ク リ ス ト 記 入 者  ：             
契 約 の 相 手 方 ／ 担 当 者2：                

 
 働き方自己診断チェックリストは、現場作業に従事する際の実態を確認するため、以下の者が使用することを想定している。 

①雇用契約を締結せず建設工事に従事する一人親方 ②一人親方と直接、請負契約を締結する建設企業  
記入者が①の場合 
１ 契約する工事毎に当該工事を完成させる際の働き方を確認する。２ 請負契約を締結している建設企業名及び担当者名を記入する。 
記入者が②の場合 
１ 工事を発注する前に当該一人親方の働き方を確認する。２ 一人親方の氏名を記入する。 

（注意） 
・働き方自己診断チェックリストで働き方を確認した結果、Ｂが多く当てはまる場合は、雇用契約の締結を検討する。 
・記入者は元請企業等に働き方自己診断チェックリストを提出する。なお、電子媒体での提出を可能とする。 
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